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は じ め に 

少子化に伴う人口減少・超高齢社会の到来、深刻な労働力不足、経済のグローバル化など社会・経

済情勢が急激に変化する中、男女共同参画社会の実現は、わが国が取り組むべき最重要課題と位置づ

けられています。加えて、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大によって、女性の収入・雇用状況

の悪化や配偶者からの暴力等の深刻化などの様々な問題が顕在化したことから、男女共同参画社会の

実現に向けた取り組みのより一層の加速が求められています。 

国では、令和 2年 12月に「第 5次男女共同参画基本計画」を策定し、誰もがその個性と能力を十分

に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指しています。また、令和元年 5月に「女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」、令和 3年 6月に「育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が一部改正されるなど、女性が十分に活躍でき、男

女ともに仕事と育児等の両立ができるようにするための法整備・環境整備が一層進められているとこ

ろです。 

富山市においても、平成 18 年に「富山市男女共同参画推進条例」を施行し、平成 19 年 3月に「富

山市男女共同参画プラン（2007-2016）」、平成 29 年 3月には「第 2次富山市男女共同参画プラン

(2017-2026)」を策定し、各種施策に取り組んでいるところであります。 

令和 3年度はプランの前期実施計画の最終年度となることから、令和 2年 7月に「富山市男女共同

参画に関する市民意識調査」を実施したところ、男女共同参画社会の実現に向けて、まだ多くの課題

が残されていることが明らかになりました。 

こうしたことから、令和 4年 3月、前期実施計画におけるこれまでの取り組み状況や現在の社会情

勢を反映した「第 2次富山市男女共同参画プラン後期実施計画」を策定し、今後 5か年において男女

共同参画の実現に向けたさらなる取り組みを進めていくこととしております。 

なお、このプランは、一部を女性活躍推進法や配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律（ＤＶ防止法）に基づく市町村計画として位置付けております。 

本白書は、条例第 23 条に基づき、男女共同参画の推進の状況と令和 3年度における施策の実施状況

等について報告するとともに、令和 4年度における実施計画等について取りまとめたものです。 

市民の皆様には、本市の男女共同参画の現状と課題について認識していただき、本市の目指す男女

共同参画の社会づくりにご協力くださるようお願い申し上げます。 
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第１ 男女共同参画の推進の状況 



１　男女共同参画をとりまく状況

（１）結婚・離婚の状況

　　①婚姻率と離婚率の推移（富山市）

　　　 本市の婚姻率は、近年は低い水準で横ばいの傾向にあったが、令和2(2020）年は前年より
　 　0.4ポイント減少した。 離婚率は、近年は横ばいの傾向にあったが、令和2（2020）年は

　　 前年より0.15ポイント減少している。

　　②平均初婚年齢の推移（富山県）

　　　平均初婚年齢は、男女ともに近年は横ばいであったが、令和2（2020）年は前年に比べ
　 　男性は0.1歳下がっている。
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　　③未婚率の推移（富山県）

　　　男女ともに各年齢層において、未婚率が上昇し続けている。

（２）出生の状況

　①出生数の推移（富山市）

　　　 本市の出生数は、平成12（2000）年から増減しながらも減少が続き、令和2（2020）年では
　 　2,786人となっている。
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　②合計特殊出生率の推移

　　合計特殊出生率は、前年に比べ富山市は0.06ポイント、全国では0.03ポイント、富山県は
　0.09ポイント減少している。

（３）高齢者の状況

　①高齢者人口等の推移（富山市）

　　　 本市の総人口は、平成24（2012）年をピークに減少しているが、高齢者人口は増加の
　 　傾向が続き、令和3（2021）年では123,628人、高齢化率は30.0％となっている。
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（４）雇用・就労の状況

　①女性の年齢階級別労働力率の推移（富山市）

　　女性の年齢階級別労働力率について、平成2年からの変化を見ると、「Ｍ字カーブ」は
　解消傾向にある。また、Ｍ字の底となる年齢階級が上昇傾向にある。

　　②年齢階級別決まって支給する現金給与額（富山県）

　　　すべての年代において女性の給与額は男性を下回っており、特に25歳から59歳にかけて
　 　賃金格差が拡大する傾向にある。

資料 総務省統計局「国勢調査」
「労働力率」は、15歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合
ただし労働力状態「不詳」を除く
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（５）地域における女性活躍

　①自治会長に就任する女性の割合（富山市）

　　　 本市の自治会長に就任する女性の割合は、平成27（2015）年以降増減したあと上昇していたが、
　 　令和4（2022）年は前年より0.8ポイント減少している。
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（６）配偶者等からの暴力（ＤＶ）の状況
　　①ＤＶの被害状況

　　　ＤＶの被害状況（富山県警察本部統計）を見ると、配偶者等からの暴力被害の認知件数は
　　平成29年から増加傾向にあったが、令和3年は487件となり、前年より18件減少した。

　　　　■配偶者からの暴力事案等の被害状況（富山県）
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　　②ＤＶ被害に関する相談件数（富山市役所各窓口で受けた総件数）

　　　ＤＶ被害に関する相談件数は、令和3年度は1,766件となり、前年度より208件減少した。

         【富山市役所内相談窓口関係課一覧】
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山田中核型地区センター

細入中核型地区センター
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病院事業局 市民病院 医療相談室

障害福祉課 学校教育課

長寿福祉課 男女共同参画推進センター

保険年金課 男女参画・市民協働課

まちなか総合ケアセンター

保健所地域健康課

所属

納税課 保健所保健予防課

生活安全交通課 こども保育課
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こども健康課

生活支援課 子育て支援センター

所属 所属
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（１）附属機関における女性委員の参画状況

　附属機関における女性委員の割合の最新値は、前年度に比べ、富山市、

富山県は増減がなく、国は1.6ポイント上昇している。

（各年度4月1日現在）

委員総数 女性委員数
女性委員
の割合

（人） （人） （％） 総 数
女性ｾﾞﾛの
附属機関数

女性ｾﾞﾛの
附属機関の率

Ｈ19年度 1,444 330 22.9 96 17 17.7

Ｈ20年度 1,344 317 23.6 91 14 15.4

Ｈ21年度 1,309 315 24.1 90 16 17.8

Ｈ22年度 1,287 304 23.6 89 15 16.9

Ｈ23年度 1,279 314 24.6 91 13 16.9

Ｈ24年度 1,282 307 23.9 89 16 18.0

Ｈ25年度 1,319 331 25.1 88 15 17.5

Ｈ26年度 1,210 307 25.4 83 14 17.0

Ｈ27年度 875 243 27.8 55 9 16.9

Ｈ28年度 958 256 26.7 63 9 16.4

Ｈ29年度 968 265 27.4 63 8 14.3

Ｈ30年度 879 248 28.2 66 15 12.7

Ｒ元年度 939 252 26.8 65 10 22.7

Ｒ2年度 923 247 26.8 63 10 15.4

Ｒ3年度 938 258 27.5 64 9 15.9

Ｒ4年度 963 265 27.5 64 8 12.5
※調査対象は、活動中の附属機関。（附属機関…法律及び条例で定める機関）

※平成26年度までは、要綱等で定める機関を含む。

２ 行政分野における状況

附属機関

年
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・富山県は令和2年（2020年）まで6月1日現在の数値を使用。
・国は9月30日現在の数値を使用。
・富山市と富山県、国では対象としている審議会に相違がある。

（年度）
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部 局 名
附属機関
の数

現在の
委員数

うち女性
委員数

女性委員
の
割合

備　考

　企画管理部 8 74 19 25.7%

  財務部 1 5 2 40.0%

  防災危機管理部 3 93 10 10.8%

　福祉保健部 12 355 134 37.7%

　こども家庭部 1 10 4 40.0%

　市民生活部 2 26 8 30.8%

　環境部 4 43 6 14.0%

　商工労働部 3 25 5 20.0%

　農林水産部 2 21 3 14.3%

　活力都市創造部 8 80 11 13.8%

　建設部 3 35 5 14.3%

　教育委員会 12 139 48 34.5%

　病院事業局 5 57 10 17.5%

計 64 963 265 27.5%
R３年度
27.5％

附属機関への女性委員の参画状況(部局別)

（令和4年4月1日現在）

女性委員の割合が30%以上の部局
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【企画管理部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性委員
の割合

任期末 備考

企画調整課 富山市総合計画審議会 33 7 21.2% R5.8 内公募委員4名

富山市情報公開審査会 5 2 40.0% R5.3

富山市個人情報保護審査会 5 3 60.0% R5.3

富山市行政不服審査会 5 2 40.0% R6.3

富山市公の施設指定管理候補者選定
委員会★

5 0 0.0% R5.3

富山市外郭団体のあり方検討委員会
★

7 0 0.0% R5.3

富山市ガラス美術館協議会 9 3 33.3% R6.3 内公募委員2名

富山市ガラス作品等収集審査会 5 2 40.0% R6.2

計 8 74 19 25.7%

【財務部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性委員
の割合

任期末 備考

契約課 富山市入札監視委員会 5 2 40.0% R5.12

計 1 5 2 40.0%

【防災危機管理部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性委員
の割合

任期末 備考

防災危機管
理課

富山市防災会議 41 3 7.3% R6.3

防災危機管
理課

富山市国民保護協議会 37 1 2.7% R4.10

生活安全交
通課

富山市安全で安心なまちづくり推進協
議会

15 6 40.0% R5.8

計 3 93 10 10.8%

文書法務課

行政経営課

ガラス美術
館

女性委員の割合が30%以上の附属機関

女性委員の割合が20%未満の附属機関

女性委員の割合が0%（0人)の附属機関
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【福祉保健部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性委員
の割合

任期末 備考

富山市社会福祉審議会 48 13 27.1% R5.3

富山市民生委員推薦会 6 2 33.3% R5.5

富山市障害支援区分判定審査会 20 11 55.0% R5.3

富山市障害者自立支援協議会 20 4 20.0% R6.3

長寿福祉課
富山市地域包括支援センター運営協議
会

16 4 25.0% R5.3 内公募委員2名

富山市介護認定審査会 181 83 45.9% R5.3

富山市地域密着型サービス等運営委
員会

10 3 30.0% R5.6

保険年金課
国民健康保険事業の運営に関する協
議会

14 4 28.6% R4.5 内公募委員4名

保健所地域
健康課

富山市保健所運営協議会 19 7 36.8% R4.6

富山市感染症診査協議会 11 1 9.1% R5.3

富山市予防接種健康被害調査委員会 5 1 20.0% R5.3

富山市小児慢性特定疾病審査会 5 1 20.0% R4.12

計 12 355 134 37.7%

【こども家庭部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性委員
の割合

任期末 備考

こども支援課
富山市民営化対象保育所及び引受法
人選考委員会

10 4 40.0% R5.7

計 1 10 4 40.0%

【市民生活部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性委員
の割合

任期末 備考

男女参画・市
民協働課

富山市男女共同参画推進審議会 15 6 40.0% R4.8 内公募委員3名

スポーツ健
康課

富山市スポーツ推進審議会 11 2 18.2% R5.6 内公募委員2名

計 2 26 8 30.8%

福祉政策課

障害福祉課

介護保険課

保健所保健
予防課
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【環境部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性委員
の割合

任期末 備考

富山市環境審議会 19 5 26.3% R5.7 内公募委員3名

富山市産業廃棄物処理施設審査会 10 1 10.0% R5.12

富山市公害健康被害者認定審査会★ 8 0 0.0% R5.5

富山市廃自動車認定審査会★ 6 0 0.0% R5.12

計 4 43 6 14.0%

【商工労働部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性委員
の割合

任期末 備考

富山市四方チャレンジ・ミニ企業団地使
用資格審査委員会

7 2 28.6% R5.5

とやまインキュベータ・オフィス使用資格
審査委員会

9 2 22.2% R5.5

富山市新産業評価委員会 9 1 11.1% R5.6

計 3 25 5 20.0%

【農林水産部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性委員
の割合

任期末 備考

農地林務課
富山市婦中ふるさと自然公園保全審議
会

5 1 20.0% R5.2

地方卸売市
場

富山市公設地方卸売市場取引運営協
議会

16 2 12.5% R5.6

計 2 21 3 14.3%

【活力都市創造部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性委員
の割合

任期末 備考

富山市都市計画審議会 20 5 25.0% R5.9

富山市景観まちづくり審議会 13 2 15.4% R4.6 内公募委員2名

交通政策課 富山市都市交通協議会★ 14 0 0.0% R5.3

富山市建築審査会 7 1 14.3% R5.3

富山市開発審査会 7 2 28.6% R5.3

富山高岡広域都市計画事業富山駅周
辺地区土地区画整理審議会★

8 0 0.0% R8.12

富山高岡広域都市計画事業富山駅周
辺地区土地区画整理評価員会★

3 0 0.0% ― 事業完了まで

居住対策課 富山市空家等対策推進協議会 8 1 12.5% R5.8

計 8 80 11 13.8%

工業政策課

環境政策課

環境保全課

都市計画課

建築指導課

富山駅周辺
地区整備課
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【建設部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性委員
の割合

任期末 備考

公園緑地課 富山市緑化審議会 10 3 30.0% R5.11 内公募委員2名

河川整備課 富山市水防協議会★ 20 0 0.0% R5.5

市営住宅課 富山市営住宅入居基準諮問委員会 5 2 40.0% R5.11

計 3 35 5 14.3%

【教育委員会】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性委員
の割合

任期末 備考

学校再編推
進課

富山市通学区域審議会 15 4 26.7% R4.8

学校教育課 富山市教育支援委員会 20 12 60.0% R5.3

富山市社会教育委員会議 13 1 7.7% R5.6

富山市公民館運営審議会 15 3 20.0% R5.6

富山市文化財調査審議会 12 2 16.7% R6.1

市民学習セ
ンター

富山市市民学習センター運営協議会 12 7 58.3% R5.6

図書館 富山市立図書館協議会 11 7 63.6% R5.9 内公募委員2名

科学博物館 富山市科学博物館協議会 10 1 10.0% R5.5

民俗民芸村 富山市民俗民芸村運営協議会 9 5 55.6% R6.1

郷土博物館 富山市郷土博物館協議会 12 4 33.3% R6.1

大沢野教育行
政センター

富山市猪谷関所館運営協議会 5 1 20.0% R6.1

大山教育行
政センター

富山市大山歴史民俗資料館運営協議
会

5 1 20.0% R6.1

計 12 139 48 34.5%

【病院事業局】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性委員
の割合

任期末 備考

富山市病院事業経営改善委員会 8 1 12.5% R5.3

富山市民病院地域医療支援病院委員
会

9 2 22.2% R5.3

富山市民病院臨床研修管理委員会 20 1 5.0% R5.3

医療局医療
安全部

富山市民病院倫理委員会 10 3 30.0% R6.3

管理部総務
医事課

富山まちなか病院倫理委員会 10 3 30.0% R6.3

計 5 57 10 17.5%

生涯学習課

管理部経営
管理課
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（２）行政委員会の女性委員数

富山市における行政委員会の女性委員の割合は 9.5％であり、全国都道府県平均よりも 10.7

ポイント低くなっている。 

富山市（R4.3.31 現在） 富山県(R3.6.1 現在) 全国都道府

県平均(％） 

（R3 年度）
現委員数 

(人) 

女性委員

数 

(人) 

女性委員

の割合 

(％) 

現委員数 

(人) 

女性委員

数 

(人) 

女性委員

の割合 

(％) 

教育委員会 4（4） 1（1） 25.0 5（5） 2（2） 40.0 43.3 

選挙管理委員会 4（4） 2（1） 50.0 4（4） 1（1） 25.0 21.4 

人事（公平）委員会 3（3） 0（0） 0.0 3（3） 1（1） 33.3 24.1 

監査委員 4（4） 0（1） 0.0 4（4） 0（0） 0.0 9.3 

農業委員会 24（64） 1（1） 4.2 ― ― ― ― 

固定資産評価審査委員会 3（3） 0（0） 0.0 ― ― ― ― 

公安委員会 ― ― ― 3（3） 1（0） 33.3 28.4 

労働委員会 ― ― ― 15（15） 4（4） 26.7 21.9 

収用委員会 ― ― ― 7（7） 2（3） 28.6 29.5 

海区漁業調整委員会 ― ― ― 15（15） 1（1） 6.7 8.4 

内水面漁場管理委員会 ― ― ― 8（8） 2（2） 25.0 20.7 

計 42（82） 4（4） 9.5 64（64） 14（14） 21.9 20.2 

※ 教育委員会は教育長を除く 

（ ）内は、富山市 R3.3.31、富山県 R2.6.1 現在の数値 

全国都道府県平均は内閣府調べ（R3 年度） 

（３）法律に基づいて設置されている委員・相談員への女性の選任状況

富山市における女性委員・相談員の割合は、前年に比べ、社会教育委員が減少し、民生委員・

児童委員、身体障害者相談員は上昇している。 
（R4.3.31 現在） 

 総数（人） うち女性数(人) 女性の割合（％） 備考 

社会教育委員 13（13） 1（2） 7.7（15.4）

民生委員・児童委員 875（876） 438（434） 50.1（49.5）
全国都道府県平均  

61.4％（R2.3.31 現在） 

女性相談員 1（1） 1（1） 100.0（100.0）

身体障害者相談員 62（65） 22（22） 35.5（33.8）

母子自立支援員 1（2） 1（2） 100.0（100.0）

知的障害者相談員 15（15） 11（11） 73.3（73.3）

※ （ ）内は、富山市 R3.3.31 現在の数値 
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＜参考＞政治への女性の参画状況（富山市・富山県議会における女性議員数）
富山市議会に占める女性議員の割合は、10.5％となっており、全国平均に比べ低い状況にあ

る。富山県議会に占める女性議員の割合も、10.5％と前年度より 0.2 ポイント増加したが、全

国平均に比べ、低い状況にある。 

議員総数(現在) 

（人） 

女性議員数 

（人） 

女性議員の割合 

（％） 

全国平均(％) 

（R2.12 月現在） 

富山県 
（R4.3.31 現在）

38（39） 4（4） 10.5（10.3） 11.4 

富山市 
（R4.3.31 現在）

38（36） 4（4） 10.5（11.1） 16.8（区を含む） 

※（ ）内は、富山市、富山県とも R3.3.31 現在の数値 

（４）女性公務員（富山市職員）の登用状況及び採用状況

①富山市における管理職の登用状況

課長級以上の管理職全体における女性の登用割合は 17.2％と、前年度から 0.2 ポイント

下がり、係長級以上における女性の登用割合は 52.2％と、前年度から 0.9 ポイント上がっ

ている。
 (R4.4.1 現在)  

総数(人) 男性(人) 女性(人) 女性割合(％) 

部長級 28   （28） 27 （27） 1  （1） 3.6 （3.6）

次長級 69   （60） 60 （53） 9  （7） 13.0（11.7）

課長級 373  （359） 302（289） 71 （70） 19.0（19.5）

管理職 計 470  （447） 389（369） 81 （78） 17.2（17.4）

課長代理級 263  （258） 152（153） 111（105） 42.2（40.7）

係長級 877  （848） 229（234） 648（614） 73.9（72.4）

全体 計 1,610（1,553） 770（756） 840（797） 52.2（51.3）

※（ ）内は、R3.4.1 現在の数値 

※人数には、消防、現業、教育、化学職、医療系職員は含まない。

②富山市における採用試験による採用者（事務職）

採用者の女性の割合は、上級は 55.0％と前年度より 7.6 ポイント、初級は 100.0％と

前年度より 40.0 ポイント上がっている。 
（R4年度状況） 

総数(人) 男性(人) 女性（人） 女性の割合（％） 

上 級 20（38） 9（20） 11（18） 55.0（47.4）

初 級 6 （5） 0 （2） 6 （3） 100.0（60.0）

※（ ）内は、R3年度の数値 
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（５）富山市立学校教員の女性の割合

R2 R3 R4
富山県

(R3.5.1)

全国都道
府県平均
(R2.5.1)

総数 65 65 64 176

女性 20 23 23 58

割合（％） 30.8% 35.4% 35.9% 33.0% 21.8%

総数 69 69 69 184

女性 34 34 32 95

割合（％） 49.3% 49.3% 46.4% 51.6% 28.7%

総数 1,192 1,207 1,226 3,321

女性 704 707 718 2,099

割合（％） 59.1% 58.6% 58.6% 63.2% 61.9%

総数 26 26 25 74

女性 3 4 4 7

割合（％） 11.5% 15.4% 16.0% 9.5% 7.5%

総数 34 34 33 90

女性 7 9 9 26

割合（％） 20.6% 26.5% 27.3% 28.9% 14.7%

総数 686 695 698 1,881

女性 292 302 306 861

割合（％） 42.6% 43.5% 43.8% 45.8% 43.7%

※富山市は各年4月1日現在の数値
※機関（教育委員会などの行政機関）勤務者を含む数値で、臨任講師は含まない。

年度

校長

教頭

全体

　　　富山市の小学校・中学校ともに、校長・教頭における女性の登用は、全国都
　　道府県平均を上回っている。

小学校

中学校

校長

教頭

全体
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年度

◎ 生活環境部婦人青少年課設置

◎ 婦人会県行政連絡会議設置

◎ 婦人問題懇話会設置

昭和56年
◎ 「婦人の明日をひらく富山県行動
計画」策定

昭和61年
◎ 「２１世紀を目指すとやま女性プラ
ン」策定

昭和62年
◎ 「富山市婦人対策行政連絡会議」
設置

平成元年
◎ 厚生部民生婦人児童課内に婦人
問題を設置

平成　2年
◎ 「富山市女性団体等連絡協議会」
結成

◎ 市民部青少年婦人室を設置

平成　3年
◎ 「新とやま女性プラン」策定 ◎ 「富山市女性行動計画(前期）」

策定

平成　4年
◎ 「富山市女性行動計画推進協議
会」設置

平成　5年
◎ 市民部青少年女性課を設置
女性係設置

平成　6年
◎ 婦人青少年課の名称を女性青少
年課に変更

平成　7年 ◎ とやま女性総合センター起工式

平成　8年
◎ (財）富山県女性財団の設立 ◎ 「富山市女性行動計画(後期）」

策定

◎ 「とやま男女共同参画プラン」
策定

◎ 「富山市女性交流センター」開所

◎ 女性総合センター（サンフォルテ）
開館

平成11年
◎ 「男女協同社会に関する意識調
査」実施

◎ 男女共同参画都市宣言

◎ 「富山県男女共同参画推進条例」
施行(4月1日）

◎ 「富山市男女共同参画プラン」
策定

◎ 市民生活部青年女性課に課名
変更

◎ 女性総合センターを「県民共生セ
ンター」に改称

◎ 男女共同参画宣言都市奨励事業 ◎ 男女共同参画推進係に係名
変更

◎ 女性青少年課女性係を男女共同
参画班に変更

◎ 「富山県民男女共同参画計画」
策定

◎ 女性青少年課男女共同参画班を
男女参画･ボランティア課　男女
共同参画係に変更

◎ 「おおやま男女平等推進プラン」
策定

◎ 男女共同参画チーフ･オフィサー
の設置

◎ 「婦中町男女共同参画プラン」
策定

◎ 「男女間における暴力に関する調
査」実施

◎ 「富山市男女共同参画推進地域
リーダー」（旧富山市）委嘱

３　男女共同参画に関する経緯（県・市）

富山県の動き 富山市の動き 富山市担当課

昭和55年

平成　9年

平成13年

平成14年

－ 17 －



年度

◎ 「男女共同参画と社会慣習等に
関する調査」実施

◎ 「大山町男女平等社会推進条例」
施行(1月1日）

◎ 男女共同参画課に課名変更

◎ 「富山市男女共同参画推進条例」
施行(4月1日）

◎ 「女と男の共生プラン」（旧大沢野
町）策定

◎ 「富山市男女共同参画推進セン
ター」に名称変更

平成16年
◎ 「男女共同参画社会に関する意
識調査」実施

◎ 富山県民共生センターにチャレン
ジ支援コーナーを設置

◎ 男女参画・ボランティア課設置 ◎ 男女参画・ボランティア課に課名
変更

◎ 「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護に関する基本計
画」策定

◎ 「富山市男女共同参画推進地域
リーダー」委嘱

◎ 男女共同参画係に係名変更

◎ 市民意識調査の実施

◎ 富山県民共生センターに指定管
理者制度導入

◎ 「富山市男女共同参画推進条例」
施行(4月1日）

◎ 「富山県民男女共同参画計画(第
2次）」策定 H19.2

◎ 「富山市男女共同参画社会推進
本部」設置(6月30日）

◎ 「富山市男女共同参画推進審議
会」設置(8月24日）

◎ 女性が輝く元気企業とやま賞創
設

◎ 「富山市男女共同参画プラン」
策定

◎ 「男女間における暴力に関する調
査」実施

◎ 「日本女性会議２００８とやま開催
プレ・イヤー記念イベント」開催

平成20年
◎ 「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護に関する基本計画
（第2次）」策定

◎ 「日本女性会議２００８とやま」
開催

◎ 「男女共同参画社会に関する意
識調査」実施

◎ DV相談窓口開所

◎ 「日本女性会議２００８とやまメモ
リアルフェスティバル」開催

◎ 「富山市女性団体等連絡協議会」
解散

◎ 「男女共同参画に関する市民意
識調査」の実施

平成23年
◎ 「富山県民男女共同参画計画(第
3次）」策定

◎ 「富山市男女共同参画プラン
後期実施計画」策定

平成24年
◎ 男女共同参画推進センター移転
（サンフォルテ→ＣiＣへ）

平成25年

富山県の動き 富山市の動き 富山市担当課

平成15年

平成17年

平成18年

平成19年

平成21年

平成22年

－ 18 －



年度

◎ 男女参画・ボランティア課の名称
を男女参画・県民協働課に変更

◎ 「男女間における暴力に関する調
査」実施

◎ 「富山市婦人会」解散

◎ 「男女共同参画社会に関する意
識調査」実施

◎ 「男女共同参画に関する市民意
識調査」の実施

◎ 「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する基本計
画（第3次）」策定

◎ 「第２次富山市男女共同参画プラ
ン」策定

◎ 男女参画・市民協働課に課名変
更

◎ 「推進本部会議」を「プラン策定会
議」に改組

◎ 生活環境文化部男女参画・県民
協働課から総合政策局少子化対
策・県民活躍課へ改組

◎ 「富山県民男女共同参画計画(第
4次）」策定

平成30年

令和元年
◎ 「男女間における暴力に関する調
査」実施

令和 2年
◎ 「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する基本計
画（第4次）」策定

◎ 「男女共同参画に関する市民意
識調査」の実施

◎ 総合政策局少子化対策・県民活
躍課から知事政策局働き方改
革・女性活躍推進室女性活躍推
進課へ改組

◎ 「第2次富山市男女共同参画プラ
ン後期実施計画」策定

◎ 「男女共同参画社会に関する意
識調査」実施

◎ 「富山県女性活躍推進戦略」策定

令和 3年

富山県の動き 富山市の動き 富山市担当課

平成29年

平成26年

平成28年

平成27年

－ 19 －





第２ 令和 3 年度 男女共同参画推進施策の実施状況 



第２次富山市男女共同参画プラン 

前期実施計画 2017-2021 



－ 20 －



－ 21 －



基本目標 1 男女共同参画の意識の醸成から行動を促す 

取り組む主要テーマ 1－（1）／男女の人権尊重、平等意識の啓発 

施策の方向【1－（1）－① 男女共同参画のわかりやすい広報・啓発活動の推進】
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

1 

(131) 
◎男女共同参画に関する情報交流誌「あいのかぜ」の発行 

男女共同参画に関する情報交流誌「あいのかぜ」を発行

し、男女共同参画に関する正しい理解と認識を深めるため

の情報を発信します。 

【男女参画・市民協働課】 

年１回発行（３月発行Ａ４番１２頁） 

町内会班回覧、施設等配架 

発行部数１５，０００部 

内容：男女共同参画に関する啓発 

（自分らしく活躍する市民や女性活躍を応援する企業等へのイン

タビュー、市民フェスティバル２０２１レポート、男女共同参画作文

コンクール受賞作品掲載、市からのお知らせなど） 

521 

2 ◎男女共同参画に関する調査及び情報の開示 

 「男女共同参画に関する市民意識調査」を定期的に実施し、

市民の意識変化の調査を行い、市民のニーズに合った施策

展開を図ります。  

【男女参画・市民協働課】 

実施なし 

（令和２年度実施済み。次回令和７年度実施予定） 

― 

3 

(156) 
◎男女共同参画市民フェスティバルの開催 

 「男女共同参画市民フェスティバル」を開催し、男女共同参

画に関する情報発信と意識啓発を図ります。 

【男女参画・市民協働課】 

「男女共同参画とやま市民フェスティバル２０２１」を開催 

期日：令和３年１１月２８日（日）～１２月４日（土） 

開催方法：オンライン開催 

視聴回数：９１回 

講師：中村 朱美（株式会社ｍｉｎｉｔｔｓ代表取締役） 

内容：講演会（テーマ「広がる可能性と夢の実現～みんなに必要

な新しい働き方～」） 

654 

4 

（15） 
◎男女平等意識を育む啓発冊子の発行 

固定的な性別役割分担意識にとらわれない男女平等意識

を初等教育期に育むため、小学生を対象とした啓発冊子を

作成します。 

【男女参画・市民協働課】 

小学校向け啓発冊子「自分らしく生きる」を増刷し、市内小学３年

生から６年生に配布。 

テーマ：３年生「どんな遊びがすきかな？」 

     ４年生「「男だから」「女だから」」 

     ５年生「将来の仕事」 

     ６年生「男の人も女の人も」

628

5 

（16） 
◎コンクール形式による啓発 

男女共同参画に関する作文を募集してコンクールを開催す

ることにより、男女共同参画について考える機会を設け、

意識啓発を図ります。 

【男女参画・市民協働課】 

男女共同参画社会の実現に向けて意識啓発を図るため、市内

中学生を対象に作文コンクールを実施した。 

応募総数 ４１７点 

（うち最優秀賞１点、 優秀賞４点、佳作 １０点） 

123 

6 ◎男女共同参画講座の開催 

男女共同参画に関する正しい理解と認識を深めるための

啓発講座を開催します。 

【男女共同参画推進センター】 

男女共同参画講座  ５回 

男女共同参画に関する様々な問題をテーマに男女共同参画に

対する正しい理解と認識を深め、男女共にあらゆる分野への参

画を促す動機づけのための啓発講座を開催した。 

114 

7 ◎男女共同参画推進センター事業の案内 

男女共同参画推進センターの男女共同参画に関する講座

の案内などを「広報とやま」や推進センターのホームページ

に掲載し、意識啓発のための情報提供を図ります。 

【男女共同参画推進センター】 

各種講座情報を「広報とやま」や市ホームページなどに掲載し市

民に周知をした。 

講座受講者にセンター事業について情報提供した。 

― 

8 ◎男女共同参画に関する資料などの配置 

男女共同参画に関する資料をＣｉＣ内等に配置し情報提供

します。また、男女共同参画週間等にあわせ、パネルやリ

ーフレットなどを展示します。 

【男女共同参画推進センター】 

男女共同参画に関する資料をＣｉＣ内に配置し啓発に努めた。 

男女共同参画週間（６月２３日～２９日）にあわせてパネル展示を

行うとともに、とやま駅南図書館と共催し関連図書展示を実施し

た。 

― 

9 ◎大学等と連携した「働き方改革」や「ワーク・ライフ・バラン

ス」に関する講座の開催 

大学等と連携し、学生等を対象に、「働き方改革」や「ワー

ク・ライフ・バランス」に関する講座を開催し、若者の意識改

革を促します。 

      【男女共同参画推進センター】 

学校等連携講座    ４回 

学校等と連携し、男女共同参画に関する啓発講座を開催した。 

60 

10 ◎地域における「働き方改革」や「ワーク・ライフ・バランス」に

関する講座の開催

地域で開催する講座や啓発活動など、一般市民を対象に

した事業において、「女性活躍推進」や「働き方の見直し」、

「ワーク・ライフ・バランス」等に関する内容で開催し、「固定

的な性別役割分担意識」の改革を図り、男性の家事・育児・

介護等への理解や前向きな参画を促進します。 

【男女共同参画推進センター】 

地域対象講座      ２回 

地域において関心のある男女共同参画に関する講座を開催し

た。 

36 

－ 22 －



施策の方向【1－（1）－② 男女共同参画の視点に配慮した表現の推進】
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

11 ◎市の刊行物に関するガイドラインの市職員への普及啓発 

市が発行する刊行物に関するガイドラインを必要に応じて

見直すとともに全庁的に周知し、男女共同参画の視点で市

の刊行物などの見直しを図り、職員への普及、啓発に努め

ます。 

【男女参画・市民協働課】 

本市が発行する刊行物に関するガイドラインを職員ポータル等で

全庁的に周知し、男女共同参画の視点に配慮した表現を推進す

るとともに職員への意識づけを行った。 

― 

取り組む主要テーマ 1－（2）／男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

施策の方向【1－（2）－① 家庭・学校における男女平等教育の推進】 
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

12 

（151） 
◎人権啓発フェスティバルの開催 

「人権啓発フェスティバル」を開催し、広く一般に、人権教

育、人権啓発推進を図ります。 

  【市民生活相談課】 

人権啓発フェスティバル 

参加者：約４０人 動画再生回数９５回 

内容：講演会、パネル展示など 

685 

13 

（152） 
◎「広報とやま」を通じた人権啓発活動の実施 

人権週間、人権擁護委員の日に併せて、人権啓発に関す

る記事を掲載します。 

【市民生活相談課】 

広報とやま５月２０日号 

「人権擁護委員の日」（半ページ） 

広報とやま１１月２０日号 

「人権週間」（１ページ） 

350 

14 

（153） 
◎各種研修会での人権啓発活動の実施 

出前講座メニュー「人権ってなに？」を活用し、人権啓発活

動を展開します。 

【市民生活相談課】 

人権啓発講演会 

参加者：約４０人 

― 

15 

（4） 
◎男女平等意識を育む啓発冊子の発行 

固定的な性別役割分担意識にとらわれない男女平等意識

を初等教育期に育むため、小学生を対象とした啓発冊子

を作成します。 

【男女参画・市民協働課】 

小学校向け啓発冊子「自分らしく生きる」を増刷し、市内小学３年

生から６年生に配布。 

テーマ：３年生「どんな遊びがすきかな？」 

     ４年生「「男だから」「女だから」」 

     ５年生「将来の仕事」 

     ６年生「男の人も女の人も」 

628 

16 

（5） 
◎コンクール形式による啓発 

男女共同参画に関する作文を募集してコンクールを開催

することにより、男女共同参画について考える機会を設

け、意識啓発を図ります。 

【男女参画・市民協働課】 

男女共同参画社会の実現に向けて意識啓発を図るため、市内

中学生を対象に作文コンクールを実施した。 

応募総数 ４１７点 

（うち最優秀賞１点、 優秀賞４点、佳作 １０点） 

123 

17 

（22） 
◎社会に学ぶ「１４歳の挑戦」事業の実施 

規範意識や社会性を高めるとともに、性別役割分担意識

にとらわれない職業選択の平等について学習するため

に、中学２年生が、校外での職場体験や福祉・ボランティア

活動に参加します。  

【学校教育課】 

市内公立中学校４校 

１０学級、２年生３０５人 

2,682 

18 ◎人権尊重教育の推進のための教職員研修会の開催 

様々な差別や偏見を排し、人権感覚を高めるための研修

を推進します。 

                                       【学校教育課】 

人権教育推進に関する研修会 

期日 令和３年８月５日（木） 

会場 婦中ふれあい館 

講師 ＣHIＫO（シンガー） 

内容 講演会（テーマ「オムライスと出会うために」） 

参加者 １６１人（幼稚園及び小・中学校の教諭、養護教諭） 

110 

19 ◎人権教育の指導事例集の発行 

すべての人権教育の場面で、児童・生徒が互いを尊重し合え

るよう、指導事例集を作成し、人権に関する意識を高めます。 

      【学校教育課】 

人権教育の指導事例集「いのちの大切さを考える～学校編～」

を作成し、富山市立幼稚園・認定こども園、小学校、中学校の教

員全員に配付した。 

361 

20 

（159） 
◎人権教育推進事業の実施 

「人権フォーラム」を開催し、人権問題に関する普及・啓発

を図ります。 

【生涯学習課】 

人権フォーラムの開催 

期日    令和３年１１月２２日（月） 

会場    富山市民プラザ４階アンサンブルホール 

講師    東 小雪 

内容    講演会（テーマ「ＬＧＢＴを理解する～日本社会の中

でマイノリティであること」） 

聴講者数 約６０名 

409 

－ 23 －



施策の方向【1－（2）－② 地域における男女共同参画学習の推進】 
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

21 

（138） 
◎ボランティア活動の促進 

ボランティア活動に意欲を持つ市民にボランティア情報を

積極的に提供するとともに活動例を広く周知し、誰もが気

軽にボランティアに取り組める環境の整備に努めます。 

【男女参画・市民協働課】 

ボランティア活動の推進、活動体制の整備を実施している市社会

福祉協議会（市ボランティアセンター）に対する補助の継続 

・ボランティアセンター活動保険一部補助      ９７５，７８０円 

・ボランティアセンター登録者（団体、個人）の活動実態調査 

１００，０００円 

1,076 

22 

（17） 
◎社会に学ぶ「１４歳の挑戦」事業の実施 

規範意識や社会性を高めるとともに、性別役割分担意識

にとらわれない職業選択の平等について学習するために、

中学２年生が、校外での職場体験や福祉・ボランティア活

動に参加します。 

  【学校教育課】 

市内公立中学校４校 

１０学級、２年生３０５人 

2,682 

23 

（63） 
◎女性の学習活動の支援（公民館ふるさと講座） 

市立公民館を拠点に、地域が主体となって公民館ふるさと

講座などを開設し、日常生活に役立つ知識や技能を習得

する学習や女性の資質向上を図る学習機会を提供しま

す。 

【生涯学習課】 

新型コロナウイルス感染症の影響から実施回数等は減少したが、

市立公民館８２箇所すべてにおいて、公民館ふるさと講座を開催。

男女協力しながら料理教室を行う等、男女共同参画を推進するた

めのさまざまな講座を、各地域のふるさとづくり推進協議会が企画

し実施した。 

9,316 

施策の方向【1－（2）－③ 事業所における労働環境整備に関する意識啓発】 
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

24 

（122） 
◎育児・介護休業制度の周知・啓発 

育児・介護休業制度の周知を図り、男女がともに育児や介

護休業を取得しやすい職場環境となるよう啓発に努めま

す。  .                       【商業労政課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により、企業訪問は実施でき

なかったが、資料配布等により、事業主へ周知を行うとともに、

市ＨＰにおいても広く周知を図った。 

雇用促進等のために資料配布を行った企業：５０社 

― 

25 

（70） 

（84） 

（127） 

◎女性活躍推進に向けた制度の周知・啓発 

女性の積極登用やワーク・ライフ・バランスに資する取組等

を推進するため、国や県など関係機関と連携し、職場にお

ける男女格差解消に向けた「ポジティブ・アクション」の取組

や、「女性活躍推進法」に基づく取組について事業主への

周知・啓発に努めます。 

【商業労政課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により、企業訪問は実施でき

なかったが、資料配布等により、事業主へ周知を行うとともに、

市ＨＰにおいても広く周知を図った。 

雇用促進等のために資料配布を行った企業：５０社 

また、商工会議所の主催講座への支援を行った。 

510 

取り組む主要テーマ 1－（3）／心と体の健康づくり 

施策の方向【1－（3）－① 母性健康対策の推進】 
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

26 ◎妊産婦への医療費助成 

妊産婦に対し医療費を助成することによりその疾病の早期

発見と適切な医療の確保を図ります｡対象は、６つの対象

疾病の診断を受けた妊産婦で、保険診療自己負担分を助

成します。 

 【こども福祉課】 

受給資格者数 １４１人（令和４年３月現在） 19,294 

27 ◎ひとり親家庭等への医療費助成 

ひとり親家庭等に対し医療費を助成することにより、生活

の安定と福祉の増進を図ります。対象は、ひとり親家庭等

の父若しくは母又は養育者及びその児童で、保険診療自

己負担分を助成します。

 【こども福祉課】

受給資格者数 ５，５６３人（令和４年３月現在） 196,783 

28 ◎遺伝相談の実施 

母性保護の立場から、子どもを健やかに産み育てるため

の医学的・遺伝学的な相談を行うとともに、命の尊さ･生命

倫理についての啓発を図ります。      

 . 【保健所保健予防課】 

遺伝相談 

 一次相談（随時）    １８４件 

 二次相談（医師による相談）  ０件 

啓発パンフレットの配布 

65 
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事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

29 ◎家族計画相談の実施 

相談窓口や訪問時に家族計画指導を行い、健康で幸福な

家庭を築き､計画的に子どもを産み育てるための支援を行

います。                  【保健所保健予防課】 

家族計画に関する相談（随時） ２，６３７件 

啓発パンフレットの配布 

44 

30 ◎母子健康手帳交付及び啓発資料の配布 

女性が母性を育み、子どもを健やかに産み育てることので

きる環境づくりの一環として、母子健康手帳を交付するとと

もに、副読本を配布します。             【こども健康課】 

母子健康手帳交付及び啓発資料の配布・母子健康手帳及び 

副読本の交付件数  ２，８２８件 

母子健康手帳アプリのダウンロード件数 １０，９４４件 

母子健康手帳アプリ「育さぽとやまｂｙ母子モ」の紹介 

1,806 

31 ◎乳幼児発達支援事業の実施 

妊娠・出産・育児に伴う不安を解消し、専門家による心理

精神面に対応した相談を実施し、育児支援を行うとともに、

乳幼児の発達支援及び健康の保持増進を図ります。  

【こども健康課】 

乳幼児発達健康診査の実施 

運動発達健診（月１回）： １１回／年、延べ３１人 

精神発達健診（月５回・内１回は隔月）：５６回／年、延べ８０６人 

2,233 

32 ◎妊産婦への健康診査・訪問指導及び妊婦健康相談の実施 

健やかな子どもを産み育てるために、妊産婦に各種健診

受診票を交付し、有所見の妊産婦には訪問指導を行うな

ど、妊産婦の健康管理を支援します。また、母子健康手帳

交付時には妊婦への適切な保健指導を行い、健康の保持

増進を図ります。 

【こども健康課】 

妊婦一般健康診査票（１４回分）の交付 

 受診延べ数          ３１，６１３人 

産婦健康診査票の交付 

 受診延べ数           ４，９１１人 

妊産婦訪問指導の実施 

  妊婦訪問延べ数         １０９人 

  産婦訪問延べ数       ２，０７７人 

妊婦健康相談の実施 

  妊婦相談            ２，８４８件 

302,085 

33 ◎不妊対策事業の実施 

不妊に関する相談や情報提供を行うとともに、特定不妊治

療費の助成を行い、少子化対策の充実を図ります。 

          【こども健康課】 

〇特定不妊治療費助成事業の実施 

対象者を法律婚及び事実婚の夫婦とし、１子ごとに１回の治療

につき３０万円（ただし、以前に採卵した凍結胚移植等は上限

額１０万円）を上限に助成。妻の治療開始年齢が４０歳未満の

場合は１子ごとに通算６回まで。通算７回目以降は年３回まで。

治療開始年齢が４０～４２歳の場合は、１子ごとに通算３回まで

助成。男性不妊治療については、治療１回につき３０万円を上

限に助成。 

不妊に悩む夫婦を対象とした相談や適切な情報提供を実施。 

令和３年度助成件数 

特定不妊治療費助成申請数 ８０９件 

(男性不妊治療費助成を含む） 

〇不妊検査費助成事業の実施 

子どもを望んでいる夫婦が共に早期に不妊検査を受け、必要

な場合に適切な治療が開始できるよう、不妊検査に係る費用

の助成を行う。 

回  数：夫婦１組につき１回まで 

助成額：夫婦１組につき２万円まで 

令和３年度助成件数  不妊検査費助成 ５９件 

特定不妊治

療費助成 

193,389 

不妊検査

費助成 

1,211 

34 ◎妊婦歯科健康診査事業の実施 

妊娠届を出した妊婦に対して妊婦歯科健診受診票を交付

し、口腔の健康管理を支援します。       【こども健康課】 

妊婦歯科健診受診票を妊娠届時に交付し、富山市内歯科医院

へ委託して実施。 

受診人数 ９１０人  

3,566 

35 ◎乳幼児健康相談の実施 

子どもの身体発育や育児について保護者の相談に応じ、

育児不安の解消や精神的支援体制の充実を図ります。 

 【こども健康課】 

乳幼児健康相談 

相談件数 

 乳児 １，４９９件  幼児 ３４１件    計 １，８４０件 

307 

36 ◎乳幼児健康診査の実施 

４か月児、６か月児、９か月児、１歳６か月児、３歳児に、健

康診査を行い、疾病や虐待の早期発見と適切な保健指導

を行い、育児支援環境の整備及び育児不安の軽減に努め

ます。                               【こども健康課】 

４か月児健康診査      受診人数  ２，７０６人 

１歳６か月児健康診査   受診人数   ２，７５２人 

３歳児健康診査       受診人数   ２，９０５人 

乳児一般健康診査票の交付（６か月児、９か月児） 

受診人数   ４，７９５人 

47,636 

37 ◎妊娠・出産に関する出前講座の開催 

希望した時期に妊娠・出産ができるように妊娠・出産に関

する正しい知識の普及啓発を図ります。 

【こども健康課】 

実績なし ― 

38 ◎妊娠・出産に関するフォーラムの開催 

若い世代が妊娠・出産・子育てに関心を持ち、自分のライ

フサイクルを考えることができるように啓発に努めます。 

           【こども健康課】 

妊娠・出産を考えるフォーラム開催（オンライン） １回   

参加者：１８４人 

市内の専門学校生等に呼びかけ、産婦人科医の講演会を実施。 

71 

39 ◎妊娠応援セミナーの開催 

現代女性の問題点や身体を見直し、将来赤ちゃんを産む

ための身体づくりや、妊娠しやすい身体づくり等の実践的

なセミナーを開催します。               【こども健康課】 

実績なし ― 
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事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

40 ◎妊娠・出産応援企業の育成 

仕事を続けながら、希望する時期に妊娠・出産ができる職

場環境の実現に向け、応援企業を育成し、事業者の理解

が深まるよう啓発に努めます。        【こども健康課】 

企業向け妊娠・子育て応援シンポジウム実施（オンライン） １回 

参加者： ７４人（５７社） 

取り組み企業の発表および男性の育児休業等に関する講演会

を実施。 

317 

41 

(58) 

(121) 

◎企業や従業員に対する労働者の健康管理・保持のための意識啓発 

職場における健康管理・保持のための産業保健の促進

や、妊娠・出産期の母性健康管理のための休暇などが取

りやすい環境となるよう働きかけます。     【商業労政課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により、企業訪問は実施でき

なかったが、資料配布等により、事業主へ周知を行うとともに、

市ＨＰにおいても広く周知を図った。 

雇用促進等のために資料配布を行った企業：５０社 

― 

42 ◎職場におけるマタニティー・ハラスメント防止のための啓発 

職場におけるマタニティー・ハラスメント防止のための方策

などについて、国や県、労働関係機関などと連携を図りな

がら啓発に努めます。               【商業労政課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により、企業訪問は実施でき

なかったが、資料配布等により、事業主へ周知を行うとともに、

富山労働局等と連携を図り、周知を図った。 

雇用促進等のために資料配布を行った企業：５０社 

― 

43 ◎女性専用外来の開設 

性差に基づく医療の観点から、女性専用外来を設け、女性

が安心して受診できる医療体制の整備を図ります。 

      【市民病院経営管理課】 

毎週水曜日午後に実施 （継続） 

（令和３年度４７２人受診） 

― 

193 ◎不育症対策事業の実施 

不育症の検査や治療費の助成を行い、出産を望む方への

支援を行います。 

 【こども健康課】 

不育症治療費助成事業 

不育症検査や不育症治療（保険適用）に係る治療費について、１回の

治療につき上限３０万円まで助成。ただし、不育症検査のうち、流産検

体を用いた染色体検査を厚生労働省が先進医療を実施している医療

機関として定めている医療機関で実施したものについては、１回の検

査につき上限５万円までを限度に上乗せして助成。 

令和３年度助成件数  ２０件 

823 

194 ◎子育て世代包括支援センターの機能強化 

妊娠早期の母子健康手帳交付時からの支援を強化し、妊娠

期から子育て期における切れ目ない支援体制を構築します。 

             【こども健康課】 

保健福祉センター（中央、南、北、西）に専従看護師を配置し、母

子健康手交付時からの切れ目ない支援を実施。 

対応件数：  ８，７８１件 

13,607 

200 ◎ベイビーボックスプレゼント事業の実施 

赤ちゃん一人ひとりの誕生を祝福するとともに、育児の相談

や支援を行うきっかけとするため、出生届時にベイビーボッ

クスの引換券を配付し、保健福祉センター（子育て世代包括

支援センター）でベイビーボックスをプレゼントしています。 

             【こども健康課】 

出生届時にベイビーボックスの引換券を配布し、保健福祉センタ

ー（子育て支援包括支援センター）でベイビーボックスをプレゼント

する。引換時、保健師等が面談し、育児の相談や支援を行い、必

要な支援に繋げている。 

令和３年度実績  対象者 ２，７４３人  受取者 ２，６４０人 

割合  ９６．２％（引換期間 生後６か月まで） 

21,243 

201 ◎ママサポートダイヤル「助産師ほっとライン」の実施 

妊娠や出産に関する不安や悩みについて、助産師に気軽

に相談し、安心して育児に取り組むことができるよう、産後

ケア応援室において２４時間の電話相談をしています。 

               【まちなか総合ケアセンター】

妊娠や出産に関する不安や悩み、授乳等の相談に産後ケア応

援室の助産師が２４時間電話での相談に対応している。 

相談件数 ４５４件 

84 

202 ◎産後のママ・レスパイトモデル事業の実施 

産後２か月未満の期間において、家族等から産後の支援が

十分に得られない、或いは、一時的に育児から離れ、心身

の休養または受診が必要な場合、乳児を産後ケア応援室で

日帰りで一時預かりし、母親の心身の休養を図るとともに、

母親の育児相談に応じます。 

【こども健康課】 

心身の休養や受診等の必要な産後２か月以内の産婦に対し、産

後ケア応援室にて乳児の一時預かりや育児相談を行う。 

利用者：延べ ９１人 

165 

施策の方向【1－（3）－② 生涯を通じた男女の健康支援】 
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

44 ◎歩くスポーツの推進 

市内各地域でのウオーキングイベントの開催・支援を行い

ます。 

【スポーツ健康課】 

【四季のウオーク】参加者合計：１，０７７人 

さくらウオーク②富岩運河ＷＡＬＫ＆ＲＡＩＬ③まちなか探訪ウオーク 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止 

④呉羽丘陵ウオーク 

【ノルディックウオーキングポールの無料貸し出し】 

貸出場所：ＴＴＳ（トヤマタウントレッキングサイト） 

貸出件数：２８件 

※富山市民プール、富山まちなか観光案内所での貸出は休止中。 

【トヤマタウントレッキングサイト】利用者数：５，５５１人 

【親子トレッキング】 

補助実績：大人２５人、小人２８人 補助金：２６５，０００円 

【広報とやま・ＰＲチラシ】令和４年３月２０日号に掲載 

ＰＲチラシ：５，５００部作成  （地区センター等の窓口にて配布） 

9,851 
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事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

45 ◎スポーツ・レクリエーション拠点の充実 

男女のスポーツ・レクリエーション活動への参加を促進

し、スポーツ施設や学校体育施設を利用することで健康

増進を図ります。                        【スポーツ健康課】 

市内のスポーツ施設や、地域住民へ開放している学校体育施設

を、安全・安心で快適に利用できるよう管理運営及び整備を実施

し、利用促進を図った。 

1,272,991 

46 ◎市民に対する運動啓発 

スポーツ実施率を調査し世代別、性別などの区分による

スポーツへの意識や実施状況を把握するとともに、子ど

もや高齢者のそれぞれに応じた運動プログラムの提供

や、市内公立幼稚園及び小学校へのスポーツ推進員の

派遣、体育の日を「いきいきスポーツの日」としてスポーツ

施設を無料開放することにより、運動習慣へのきっかけを

作ります。 

【スポーツ健康課】 

【子供の体力向上と運動啓発・運動指導者育成を目的としたプロ

グラム・教室の実施】 

〇親子で楽しく体を動かし、運動能力を高められる「おやこで運  

動あそび」や、子供の運動指導に携わる者を対象に「こどもの 

運動指導講習会」を実施した。      参加者延べ：３９０人 

【中年期向け運動プログラムの提供】 

○身体活動や運動についての意識を向上させ、運動を行う機会の

提供やスポーツの普及・啓発を目的に、大人の部活事業やオン

ラインレッスンなどの教室を実施した他、体成分測定会を実施した。 

参加者延べ：１，７７５人 

【高齢者向け運動プログラムの提供】 

〇高齢者を対象に、栄養講座や体成分測定、運動プログラムを行う「ス

マイル元気セミナー」や長寿健康教室での派遣指導などを実施した。 

参加者延べ：１４８人 

【運動・スポーツ指導員の派遣】 

市内５７校にスポーツ指導員を派遣し、計４，５８３人に指導を行った。 

【いきいきスポーツの日】 

○実施日 令和３年１０月９日（土） 

市のスポーツ施設を無料開放するとともに、スポーツレクリェ 

ーションの普及に努め、市民の健康増進を図った。 

また参加者に、市スポーツ施設の無料使用券（使用期間：１０

月１０日～３月３１日）を配布した。 

○配布者数 ３，１９０人 

○広報とやま掲載 

  ９月２０日号に当イベント内容を掲載し、市民への周知に努めた。 

1,070 

47 ◎保健・医療・福祉ネットワーク事業（その 1） 

市社会福祉協議会が行う地域ぐるみ福祉活動推進事業

及び心配ごと相談事業を支援します。 

【福祉政策課】 

市社会福祉協議会の行う地域ぐるみ福祉活動推進事業への補助

金交付（７９地区） 

（各地区の社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、自治振

興会、ボランティア団体等の各種団体が中心となって行う地域住

民の自主的な福祉活動に要する経費を助成。調整連絡会議開

催、他組織との連携による福祉活動、ふれあい活動実施、補助金

９，１４１千円） 

市社会福祉協議会の行う心配ごと相談事業に対する補助金交付

（補助金３，４８７千円） 

12,628 

48 

（173） 

（189） 

◎こころの悩みや不安についての相談の実施 

アルコール問題、ひきこもり問題などのさまざまな不安や

悩みについての相談、こころの健康相談、自殺予防に関

する相談について、保健師や精神保健福祉士、公認心理

師等が対応します。 

     【保健所保健予防課】 

ハートＳＯＳ電話相談（随時） 

新型コロナウイルス対策 こころのケア相談（毎週水曜日） 

相談窓口紹介ガイドの作成・配布 

1,339 

49 ◎メンタルヘルスサポーターの育成 

心の健康についての正しい理解の普及啓発や心の健康

づくりを図るとともに、精神障害者及びその家族を支援す

るメンタルヘルスサポーターを育成し、精神障害者が生

活しやすい環境づくりを推進します。    

 【保健所保健予防課】 

メンタルヘルスサポーター ７９人 

研修会 ７回 

サポーター活動：見守り相談支援、ひだまりサロン協力、社会復帰

施設協力、自殺予防啓発活動等 

1,054 

50 ◎精神保健福祉に関する正しい知識の普及啓発 

心の健康に関心を持ち、ストレスによる健康問題や心の

病気に対処できるよう、知識と理解を深めるとともに、精

神保健福祉にかかわるボランティア意識の醸成を図りま

す。                    【保健所保健予防課】 

出前講座 

心の健康づくり講座 ６回 

地域精神保健福祉講演会 １回 

500 

51 ◎精神保健福祉相談の実施 

ライフサイクルの各段階に生じる精神的なストレスによる

心身の不調及び不適応について、本人・家族・関係者を

対象に、専門医等による相談を実施し、不安の軽減や医

療機関受診など適切な対応に努めます。 

【保健所保健予防課】 

若年層の心の相談    月１回 

精神保健福祉相談    月１回 

817 

52 ◎正しいエイズ知識の普及啓発 

エイズのまん延防止と、この疾患に対する誤解･偏見を無

くすため、エイズ相談・検査や健康教育を行い、正しい知

識の普及啓発を行います。 

 【保健所保健予防課】 

・ＨＩＶ抗体検査数 ２０件 

 （通常検査 １８件、迅速検査 ２件） 

・相談件数  ８５件 

・健康教育 ２０回 

196 

－ 27 －



事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

53 ◎ゲートキーパーの養成 

自殺予防対策として、保健・医療・福祉・労働・教育などの

関係機関と連携し、地域・職場・学校のメンタルヘルスを

推進するとともに、身近にいる人の心の変化に気づき相

談につなげるゲートキーパーを養成します。 

【保健所保健予防課】 

一般（初級）研修会 ２回 

一般（レベルアップ）研修会 ２回 

若者（大学生、専門学校生等）研修会 ３回 

専門職（司法書士）研修会  １回 

職域（理容組合）研修会   １回 

介護支援専門員研修会    １回 

746 

54 ◎思春期保健対策事業の実施 

思春期の子どもやその保護者を対象に、思春期に特有の

医学的問題や、不安や悩みの相談に応じるとともに、思春

期の子どもの性の尊重と健康の保持増進を図ります。 

【こども健康課】 

６６件 ― 

55 ◎健康診査の実施 

国民健康保険の被保険者や健康保険加入者の家族など

を対象に、生活習慣病の予防、早期発見を行い、心身の

健康の保持増進を図ります。 

死因の第１位であるがんの早期発見のために、市民を対

象に、年齢に応じて各種がん検診を実施、死亡率の低下

を図ります。 

【保健所地域健康課】 

健康診査（４０歳以上の生活保護受給者等） 

受診者数 １２０人 

がん検診（４０歳以上の国民健康保険被保険者や健康保険加入者

の家族等。ただし、子宮がん検診は２０歳以上） 

【受診者数】 

胃がん    １４，４０２人 

肺がん    ３０，００６人 

大腸がん   ２５，１１４人 

子宮がん    ７，９４８人 

乳がん      ８，０６９人 

前立腺がん     ２５５人 

548,975 

56 ◎健康づくり推進事業の実施 

市民が日常生活において栄養・運動・休養のバランスを

見直し、生涯を通じて健康づくりの普及啓発を図るため、

「富山市健康プラン２１」を推進するとともに地域の関係機

関と連携して健康意識の啓発に努めます。 

地域全体の健康づくり環境のため、健康づくり交流会や

健康づくり展を開催したり、まちぐるみ禁煙支援事業や健

康まちづくり推進事業等を実施し、また、プラス１，０００歩

富山市民運動や、とやま「歩く人。」事業を通して、身体活

動増加の意識付けを推進します。 

食生活の改善から健康管理に取り組むため、地域で活動

する食生活改善推進員の育成・支援に努めます。 

【保健所地域健康課】 

【まちなか総合ケアセンター】 

（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施方法を見直して開催） 

健康づくり推進事業 

「富山市健康プラン２１」推進事業 

    健康づくりに関する市民意識調査 

   まちぐるみ健康づくり交流会 ７回 

   地区健康づくり推進会議 

７９地区(１地区は２回開催） １，３８０人 

地区健康づくり展 ７３地区  ９，５９６人 

まちぐるみ禁煙支援事業 

いきいき健康教室   １２回 ３３５人 

受動喫煙対策事業 相談件数 ５８件 

小中学生の飲酒喫煙調査 

女性のための健康づくり事業 

   食生活改善推進事業 

   中央研修会        ９回      ３５４人 

   ブロック研修会     ２１回     ４３２人 

    地区普及活動    ２３４回  ２２，８２４人 

2,282 

【プラス１，０００歩チャレンジ】 

参加申込者数：４６２人（一般市民３０３人、企業１５９人） 

【とやま「歩く人。」インストラクタ-養成事業】 

リーダー向け（市民向け）ポスターの増刷 

インストラクターが健康教育で活用できるよう、啓発冊子やＤＶＤを作

製し配布 

1,282 

健康まちづくりマイスター活動事業 

  情報交換会 ３回 

健康まちづくり推進事業 １０地区 

 ・健康まちづくりに関する情報交換 

 ・健康まちづくりに関する活動 

350 

57 ◎保健・医療・福祉ネットワーク事業（その２） 

地域で、保健・医療・福祉の様々な相談や、健康の保持増

進、生活習慣病の予防に関する相談に応じ、必要な指導

や助言を行います。 

                               【保健所地域健康課】 

相談者数 ４１０人 483 

58 

(41) 

(121) 

◎企業や従業員に対する労働者の健康管理・保持のための

意識啓発 

職場における健康管理・保持のための産業保健の促進

や、妊娠・出産期の母性健康管理のための休暇などが取

りやすい環境となるよう働きかけます。    

【商業労政課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により、企業訪問は実施できな

かったが、資料配布等により、事業主へ周知を行うとともに、市ＨＰ

においても広く周知を図った。 

雇用促進等のために資料配布を行った企業：５０社 

― 

59 ◎専門医制度運営事業の実施 

小学校、中学校に産婦人科医、精神科医等の専門医を

配置し、児童・生徒が生涯に渡って健康な生活を送ること

ができるよう、健康教育・健康相談の充実を図ります。 

 【学校保健課】 

産婦人科医の集団指導（中学校）        ３２回 

精神科医の集団指導（中学校）           ０回 

産婦人科医・精神科医の個別指導（小・中学校）４回 

整形外科医（スポーツ）の集団指導        ２回 

570 

－ 28 －



基本目標 2 男女が共にいきいきと活躍する社会を創る 

取り組む主要テーマ 2－（1）／あらゆる分野における女性参画の推進とリーダーの育成 

施策の方向【2－（1）－① 女性の人材発掘・女性リーダーの育成】 
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

60 ◎青少年育成の推進 

毎月１回、青年が集まり、本から学び感じたことをディスカ

ッションする読書会を開催することにより、青年同士の出

会い・仲間づくりの場を市民に提供します。また、読書を

通じて、仲間と論じ合う場に参加することにより次世代を

担う人材育成につなげます。 

【男女参画・市民協働課】 

令和２年度をもって事業終了 ―

61 

（79） 
◎職域拡大のためのセミナーの開催支援 

商工会議所が主催する講座などに支援を行い、女性の能

力開発や職域拡大への支援に努めます。 

【商業労政課】 

商工会議所の主催講座への支援を行った。 510 

62 ◎特色ある農産物の直売による地域農業の推進 

特色ある農産物の直売を通して地域農業の活性化を図ると

ともに、男性のみならず、女性の人材発掘・女性リーダーの

育成を推進します。. 

.【農政企画課】 

地場もん屋の運営 

（登録女性生産者数：１３６名） 

10,354 

63 

（23） 
◎女性の学習活動の支援（公民館ふるさと講座） 

市立公民館を拠点に、地域が主体となって公民館ふるさ

と講座などを開設し、日常生活に役立つ知識や技能を習

得する学習や女性の資質向上を図る学習機会を提供しま

す。  

【生涯学習課】 

新型コロナウイルス感染症の影響から実施回数等は減少したが、

市立公民館８２箇所すべてにおいて、公民館ふるさと講座を開催。

男女協力しながら料理教室を行う等、男女共同参画を推進するた

めのさまざまな講座を、各地域のふるさとづくり推進協議会が企画

し実施した。 

9,316 

64 ◎自主グループ活動への支援・援助 

自主的学習サークルに、学習の場の提供や講師紹介な

ど、学習情報の提供などの支援を行います。 

【市民学習センター】 

学習情報の提供などの支援を行った。 

現在、市民学習センターに登録している２８サークル中、１６サーク

ルが女性代表者である。 

― 

65 ◎生涯学習相談および団体の育成 

学習活動を行う団体などを対象に学習内容・方法・プログ

ラムの企画立案、運営及び講師紹介などの相談に応じ団

体の育成に努めます。 

【市民学習センター】 

学習情報の提供や、団体運営の相談に応じるなど、団体の育成に

努めた。 

現在、市民大学受講者で構成する「富山市民大学学友会」の常任

委員１９名のうち、１０名が女性である。 

― 

66 

（150） 
◎女性消防団員の活動支援 

女性消防団員に研修会や各種訓練への参加など、活動

機会を設けて地域の防災リーダーとして育成します。  

【消防局総務課】 

新入団員研修 

実施月：１０月   対象者：新入団員  参加人員：２３名 

内 容：消防団員としての基礎的な知識、技術の習得 

女性団員研修 

実施月：１０月   対象者：女性団員  参加人員：２１名 

内 容：活動報告、情報・意見交換 

― 

施策の方向【2－（1）－② 審議会等への女性の参画促進】
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

67 ◎附属機関への女性委員の登用促進 

附属機関への女性委員の登用率について令和３年度ま

でに３０％を達成することを目標とし、女性の政策・方針

決定の場への参画を促進します。また、男女共に構成比

が３０％を下らないことについても留意します。    

【男女参画・市民協働課】 

委員任期が満了となる附属機関を所管する担当課へ、市民生活部

長との事前協議を行うことを周知徹底し、女性委員の登用に努め

た。（３８機関） 

― 

68 ◎女性人材リストの整備・活用の推進 

市が設置する附属機関へ広く女性の登用を促進するた

め、多様な人材の発掘と人材情報の充実を図り、附属機

関の委員選出の際の積極的活用に努めます。       

【男女参画・市民協働課】 

附属機関における女性の登用促進に向けて、委員の選任に女性

人材リストが積極的に活用されるよう、職員ポータルへの記事掲載

を行い、女性の登用に努めた。 

― 

69 ◎女性農業委員の登用の促進 

女性農業委員の登用の一層の拡大を図ります。 

 【農業委員会事務局】 

令和３年４月１日付で女性農業委員１名任命された。 

（任期：令和３年４月１日～令和６年３月３１日） 

― 

－ 29 －



施策の方向【2－（1）－③ 企業・団体等における女性管理職の登用促進】
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

70 

（25） 

（84） 

（127） 

◎女性活躍推進に向けた制度の周知・啓発 

女性の積極登用やワーク・ライフ・バランスに資する取組等

を推進するため、国や県など関係機関と連携し、職場にお

ける男女格差解消に向けた「ポジティブ・アクション」の取組

や、「女性活躍推進法」に基づく取組について事業主への

周知・啓発に努めます。          ...  

【商業労政課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により、企業訪問は実施でき

なかったが、資料配布等により、事業主へ周知を行うとともに、

市ＨＰにおいても広く周知を図った。 

雇用促進等のために資料配布を行った企業：５０社 

また、商工会議所の主催講座への支援を行った。 

510 

取り組む主要テーマ 2－（2）／女性の自己実現、経済的自由の支援 

施策の方向【2－（2）－① 女性の再就職・キャリアアップ拡大支援】 
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

71 

（110） 

（176） 

◎児童扶養手当等支給事業の実施 

離婚等により父又は母と同一生計にない児童が養育される

家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養

手当を支給します。 

                                  【こども福祉課】 

全部支給者     ８８２人 

一部支給者  １，１１８人 

982,855 

72 

（111） 

（177） 

◎母子家庭自立支援給付金支給事業の実施 

母子家庭等の能力開発の支援、経済的自立に効果的な資格

取得期間中の安定した修業環境の提供、就業機会創出を支

援します。  

【こども福祉課】 

自立支援教育訓練給付金    ４人 

高等職業訓練促進給付金   ２０人（継続）    １０人（新規） 

36,467 

73 

（112） 

（178） 

◎母子家庭等就業・自立支援センター事業の実施 

母子家庭等における個々の状況、職業適性、就業経験に応

じた就業相談、就業支援講習、就業情報の提供などの就業

支援サービスを総合的に提供します。 

     【こども福祉課】 

就業支援バンク登録者数  ９８人 

資格取得養成講座開催   ５講座 

法律相談             毎月１回 

1,785 

74 

（113） 

（179） 

◎母子父子寡婦福祉資金の貸付 

母子家庭等の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、

あわせてその児童の福祉を増進するため、資金を貸し付けま

す。  

 【こども福祉課】 

修学資金   ５６件    修業資金     ３件 

生活資金    １件    住宅資金     ２件 

転宅資金    ３件    就学支度資金 １２件 

技能習得資金 ２件 

41,745 

75 

（114） 

（180） 

◎母子・父子自立支援員の設置 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉向上を図るための

相談指導等により、経済的自立の助成と生活意欲の助長を

図ります。 

【こども福祉課】 

母子・父子自立支援員 ２名設置 

年間相談件数 １，１３６件 

4,618 

76 

（115） 

（182） 

◎ひとり親家庭ファミリー・サポート・センター利用料の助成 

富山市ファミリー・サポート・センターを利用するひとり親家庭

に対し、自己負担額の一部を助成します。 

【こども福祉課】 

年間利用料助成対象時間数 ２７５時間 143 

77 

（116） 

（183） 

◎ひとり親家庭病児保育利用料の助成 

病児保育を利用するひとり親家庭に対し、自己負担額の一部

を助成します。 

【こども福祉課】 

年間利用料助成対象件数 ６７件 67 

78 

（117） 

（184） 

◎放課後児童健全育成事業に係るひとり親家庭への支援 

事業者である社会福祉法人等へ助成することにより、「放課

後児童クラブ」を利用するひとり親家庭を支援します。 

 【こども支援課】 

ひとり親家庭の児童１人あたり ５，０００円を助成 

令和３年度利用児童数 １１９人 

595 

79 

（61） 
◎職域拡大のためのセミナーの開催支援 

商工会議所が主催する講座などに支援を行い、女性の能力

開発や職域拡大への支援に努めます。 

【商業労政課】 

商工会議所の主催講座への支援を行った。 510 

80 

（124） 
◎多様な勤務形態の普及・促進 

短時間勤務制度やフレックスタイム制、在宅勤務制度、テレワ

ークなど、子育てを行う勤労者が柔軟に働ける制度の普及に

努めます。 

【商業労政課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により、企業訪問は実施でき

なかったが、資料配布等により、事業主へ周知を行うとともに、

市ＨＰにおいても広く周知を図った。 

雇用促進等のために資料配布を行った企業：５０社 

― 

－ 30 －



事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

81 ◎企業の採用情報の提供 

富山市企業情報ホームページにより、企業の採用情報な

どを提供します。                【商業労政課】 

富山市企業情報ホームページにより、企業の採用情報などを

提供した。 

552 

82 ◎ひとり親家庭の父母の雇用促進 

ひとり親家庭の父母を雇用する事業主に奨励金を交付す

ることで、母子家庭の母などの雇用促進と雇用安定を図

ります。 

【商業労政課】 

ひとり親雇用奨励金（６か月ごとに交付：２年間） 

【交付額】 

週３０時間以上労働者 

（１人につき月額１２，０００円） 

週２０～３０時間労働者 

（１人につき月額 ８，０００円） 

ひとり親トライアル雇用奨励金 

（３か月以上の雇用で１人１回限り） 

【交付額】週２０時間未満労働者 

（１人につき給料月額の５０％（上限５０，０００円）） 

2,060 

83 ◎無料職業紹介所の設置 

市役所内にＪＯＢ活とやま（無料職業紹介所）を設置し、

求職者や就労支援を必要とする者に対し職業紹介や就

労相談を実施することで、求職者の就労機会の増加と円

滑な就労支援を図ります。 

【商業労政課】 

設置場所・・・本庁舎西館７階 

人員体制・・・相談員３人 

【主な業務内容】 

・職業紹介  紹介件数：１２７件 

ハローワーク等の求人情報の提供および紹介状の交付 

・就労相談  来所延べ人数：１，５６２件 

相談員によるカウンセリング、履歴書の記入方法や面接対策の指導 

・就職支援セミナー 

求職者を対象とした就職に必要な知識やスキル習得を目的とし

たセミナーの開催 １回 

11,676 

84 

（25） 

（70） 

（127） 

◎女性活躍推進に向けた制度の周知・啓発 

女性の積極登用やワーク・ライフ・バランスに資する取組

等を推進するため、国や県など関係機関と連携し、職場

における男女格差解消に向けた「ポジティブ・アクション」

の取組や、「女性活躍推進法」に基づく取組について事業

主への周知・啓発に努めます。 

             【商業労政課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により、企業訪問は実施でき

なかったが、資料配布等により、事業主へ周知を行うとともに、

市ＨＰにおいても広く周知を図った。 

雇用促進等のために資料配布を行った企業：５０社 

また、商工会議所の主催講座への支援を行った。 

510 

85 ◎再就職・キャリアアップに向けた職業訓練の実施 

富山市職業訓練センターにおいて、職業実務講座や資格

取得・受験講座等を実施することで、求職者及び勤労者

の職業能力の向上を図り、再就職やキャリアアップを支

援します。                      【職業訓練センター】 

令和３年度実施講座 

職業実務講座           ５コース 

資格取得・受験講座      ５コース 

パソコン実用講座     １４コース 

一般技能・生涯学習講座  ４コース 

2,214 

195 ◎富山市中小企業女性活躍環境づくり推進のための助成 

市内の中小企業の女性が活躍できる環境づくりを目的と

し、既存の施設に新たに女性専用トイレや更衣室を整備

する際の費用の一部を助成します。 

         【商業労政課】 

交付件数  ５件 

補助対象となる工事にかかる費用の１/２を交付する。 

（上限は５００，０００円） 

2,153 

196-1 

（196-2） 

（196-3） 

◎「ひとり親お助け隊」の実施 

「ひとり親お助けコーディネーター」が、ひとり親の相談に

応じ、伴走型で各種手続きを行うほか、必要に応じ家庭

訪問を行うなど、きめ細やかなサービスを行い、ひとり親

家庭の子育てと仕事の両立を支援します。 

【こども福祉課】 

ひとり親お助け隊  １人 

年間支援件数   ６３件 

3,200 

施策の方向【2－（2）－② 女性の起業支援】 
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

86 ◎創業者支援資金融資制度の実施 

自ら事業を始めようとする人や開業後１年未満の人に対して、

事業資金の貸付けの斡旋と利子の一部助成を行います。. 

【商業労政課】 

創業者支援資金融資制度を利用して創業した女性の件数４件 

(決算額：創業者支援事業費・商工業振興資金貸付事業費） 

210,045 

87 ◎インキュベータ施設の運営 

「富山市新産業支援センター」「とやまインキュベータ・オフィ

ス」「富山市四方チャレンジ・ミニ企業団地」の効果的な運用

を行います。さらに、施設入居者及び卒業生の販路開拓等

の支援や、創業者同士の交流の場を提供します。. 

【工業政策課】 

富山市新産業支援センター ラボ数 １７室 

とやまインキュベータ・オフィス ルーム数 ８室 

富山市四方チャレンジ・ミニ企業団地 作業棟数 ９棟 

  新規入居者 １社（うち女性  ０社） 

  卒業者    ０社 

35,359 

－ 31 －



取り組む主要テーマ 2－（3）／誰もが能力を発揮できる環境の整備 

施策の方向【2－（3）－① 多様な働き方に対応した子育てや介護の支援】 
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和 3 年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

88 ◎保育サービスの充実 

多様化する保育ニーズに対応するため、保育所等における延

長保育や休日保育、一時預かり（一時保育）等の保育サービス

の拡充に努めます。 

【こども保育課】 

延長保育８８箇所（公立２０箇所、私立６８箇所） 

一時保育６８箇所（公立１３箇所、私立５５箇所） 

休日保育３７箇所（私立のみ） 

年末年始５３箇所（私立のみ） 

362,591 

89 ◎病児保育事業の推進 

保育所等で体調が悪くなった児童を看護師等がお迎えに行き、

かかりつけ医等で受診した後、病児保育室でお預かりするお迎

え型の病児保育事業を実施するとともに、既存の病児保育施

設との連携によって、病児保育事業の利用促進を図ります。 

【こども保育課】 

体調不良児 ５６箇所（公立４箇所、私立５２箇所） 

病児・病後児１０箇所（公立１箇所、私立９箇所） 

病児・病後児（送迎対応）５箇所（公立１箇所、私立４箇所） 

310,817 

90 ◎こども医療費助成事業の実施 

中学生までの保護者に対し、入院・通院に係る医療費を助成す

ることにより、こどもの健やかな成長を図り、こどもの福祉の増

進に努め、子育て世帯を社会全体で支援します。  

【こども福祉課】 

受給資格者数 ４８，５２８人（令和４年３月現在） 1,286,291 

91 ◎地域児童健全育成事業（子ども会）の実施 

留守家庭児童に対し、小学校の余裕教室等を活用して健全な

遊びの場及び生活の場を提供します。 

【こども支援課】 

開設箇所数            ６１箇所 

年間延べ利用人数    ３８３、８９５人 

206,537 

92 ◎放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施 

家庭に代わって放課後等の健全な遊びの場及び生活の場を提

供する事業を実施する。実施主体である社会福祉法人やＮＰＯ

法人等に対して補助します。 

【こども支援課】 

開設箇所数            ６０箇所 

年間延べ利用人数    ３８３，８０１人 

510,884 

93 ◎児童館の充実 

地域における児童健全育成活動の拠点として、児童に健全な

遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにするために各種

事業を実施します。  

【こども支援課】 

児童館数              １３箇所 

年間延べ利用人数    ２６２，３４３人 

191,878 

94 ◎母親クラブの育成 

母親がグループ（母親クラブ）を結成し、親子及び世代間の交

流・文化活動、児童養育に関する研修活動等を実施することに

より、児童福祉の向上を図ります。  

【こども支援課】 

母親クラブの活動支援を行い、地域における児童健全育成活

動の推進を図った。 

母親クラブ会員数 ７６１人 

1,483 

95 ◎短期入所生活援助（ショートステイ）の実施 

保護者の仕事や疾病等の理由により、一時的に養育が困難に

なった児童を児童養護施設等で預かり、児童及びその家庭の

福祉の向上を図ります。  

【こども健康課】 

年間延べ利用者数 １７４人 1,058 

96 ◎夜間養護等（トワイライトステイ）の実施 

保護者の仕事や疾病等の理由により、平日の夜間又は休日に

一時的に養育が困難になった児童を児童養護施設等で預か

り、児童及びその家庭の福祉の向上を図ります。 

【こども健康課】 

年間延べ利用者数 １人 3 

97 ◎地域密着型サービス等拠点整備事業の実施 

将来の要支援・要介護認定者数の推計を基に、高齢者の多く

が希望する在宅での生活を支えるため、地域密着型サービス

拠点の整備により利用割合の増加を目指します。 

【介護保険課】 

【令和３年公募選定結果（令和４年度整備予定）】 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護   ０箇所 

看護小規模多機能型居宅介護      １箇所 

小規模多機能型居宅介護         ２箇所 

認知症対応型共同生活介護          ２箇所 

認知症対応型通所介護              ２箇所 

― 

(事業所

選定 

のみ） 

98 ◎仲間づくりの赤ちゃん教室の開催 

地域の健康づくりボランティアである保健推進員による、仲間づ 

くりの赤ちゃん教室を開催し、保護者同士のふれあいを通じて、

地域ぐるみの子育てを推進します。

.【こども健康課】

仲間づくりの赤ちゃん教室の開催 

 ３７地区、１６会場で年１８回実施 

 （保健推進員連絡協議会に委託） 

 延べ １２９組参加 

＊感染症拡大防止のため、実施地区や回数を制限して実施 

236 

－ 32 －



事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

99 ◎乳幼児健康診査の充実 

少子化や核家族化が進行する一方、女性の就業率は上昇し

ており、平日に乳幼児の健康診査を受診することが困難な保

護者のために、休日健診を実施し、仕事と子育ての両立を支援

します。                                【こども健康課】 

８月、３月の年２回実施（１歳６か月児、３歳児） 

 受診者 ６７人 

― 

100 ◎子育てに関する相談事業の実施 

乳幼児子育て相談、小中学生家庭教育相談、幼児ことばの

相談指導、健康相談、離乳食相談など子育てに関する相談に

応じることにより、子育て不安の軽減を図り、子育て家庭の支

援に努めます。 

【子育て支援センター】 

・乳幼児子育て相談（２４時間）(６９３人うち夜間１６４人） 

・小中学生家庭教育相談（２４時間）（２８２人うち夜間１０３人） 

・すくすく相談（８回）（４５人）、離乳食相談（１２回）（４０人） 

・子育てセミナー（１０回）（２１３人） 

・ふたご、みつごのつどい（７回）（４６人） 

・幼児ことばの教室（５０６人） 

・子どもほっとダイヤル（２４時間）（２２人） 

38,062 

101 ◎子育て支援センター機能の充実 

子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、地域の子育て

関連情報の提供、子育て及び子育て支援に関するセミナーや

講座などの実施に努め、子育て支援の充実を図ります。 

          【子育て支援センター】 

・親学講座（２回）（２１人）        ・出前講座（１１３人） 

・子育て支援隊事業（２回）（４８人） 

・孫育てセミナー（５回）（６５人） 

・講座等参加者（富山市子育て支援センターを除く１３か所） 

（３，６１８人） 

・私立認定こども園親子サークル  １０箇所（１０，６７１人） 

1,077 

102 ◎子育て支援センターの設置 

地域における子育て家庭への支援を推進するため、育児不

安などの相談や地域の子育てサークルの育成などを行う子

育て支援センターの整備を推進します。 

【子育て支援センター】 

・直営（２） 

富山市子育て支援センター     八尾子育て支援センター 

・連携型（２） 

婦中中央子育て支援センター（児童館内） 

大久保子育て支援センター（児童館内） 

・委託（私立認定こども園１０箇所） 

常盤台、わかば、萩浦、光陽もなみ、東山、まつわか、上滝、 

じんぼ、いちい、桜谷 

総利用者数  ９１，０７７人    面接相談  ４，４７６人 

電話相談     １，１６７人 

142,986 

103 ◎ファミリー・サポート・センター事業の拡充 

地域において子育ての援助を受けたい人と援助を行いたい人

が会員として登録し、育児の相互援助活動を行うファミリ・サ

ポート・センターの会員数の増加を図り、地域ぐるみでの子育

て環境の整備に努めます。 

【子育て支援センター】 

・ファミリー・サポート・センター会員養成講座（１１回）（１５５人） 

・スキルアップ講習会（救命救急講習）（７回）（５４人） 

依頼会員 （１，７０９人）    協力会員 （   ６４４人） 

両方会員 （  １２５人）           計２，４７８人 

活動回数 （４，３７４回） 

・会員会報年２回発行 

・パンフレット、ポスターの配布や広報を活用し会員増と事業の

拡充を図った。 

15,289 

104 ◎預かり保育事業の実施 

すべての公立幼稚園・認定こども園において、通常開園中の

終了後時間外や夏期休業中などにおいて預かり保育を行い、

子育て支援の充実に努めます。 

 【学校教育課】 

全ての公立幼稚園・認定こども園において、教育時間終了後

や長期休業期間中において預かり保育を行った。全８園で実

施。 

延べ利用人数 １１，０９０人 

4,705 

105 ◎のびのび子育て支援事業の実施 

公立幼稚園・認定こども園８園で未就園児と保護者を対象に

親子サークルを開催し、子どもの遊びの指導や保護者同士の

交流、子育て相談や家庭教育の大切さを深めることにより、

子育て支援体制の充実に努めます。

   .【学校教育課】 

公立幼稚園・認定こども園７園で未就園児と保護者を対象に

親子サークルを開催した。 

全８園中７園で実施。 

延べ８２６人の幼児が参加。 

1,202 

106 

（143） 
◎子どもかがやき教室事業の実施 

放課後や学校休業日に、学校や社会教育施設を活用し、スポ

ーツや文化活動等の様々な体験・交流活動を実施します。 

      【生涯学習課】 

新型コロナウイルス感染症対策を行いながら実施した。 

当初予定箇所より７か所減ったが、市内３７地区において計５９

６回の活動を行い、子どもの延べ参加人数は９，０１０人となった。 

地域ごとに特色ある活動を行い、放課後や学校休業日に子ども

たちへ体験活動の場を提供することができた。 

5,395 

施策の方向【2－（3）－② 様々な困難を抱えた人々への支援】 
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

107 ◎市民や事業者に向けた障害を理由とする差別解消のための啓発 

障害を理由とする差別の解消を推進し、障害者虐待を防止す

るため、国や県など関係機関と連携し、市民や事業主等への

周知・啓発に努めます。 

【障害福祉課】 

障害者差別解消法において実施することとされた、差別解消

のための相談・支援体制の充実や周知啓発活動を実施した。 

1,059 

－ 33 －



事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

108 ◎障害者就労支援促進事業の実施 

就労移行コーディネーターを設置し、採用希望先の企業と福祉

施設との連携を強化することにより、一般就労化を後押ししま

す。 

                      【障害福祉課】 

就労移行コーディネーターによる障害者と一般企業のマッチン

グを図り、 障害者雇用に前向きな企業の情報収集及び一般

就労希望者への情報提供を実施した。 

9,122 

109 

（181） 

（188） 

◎母子生活支援施設の設置・運営 

母子家庭やＤＶ被害者の母と子が心身ともに健やかに良い環

境の中で生活ができるように、母子生活支援施設（和光寮や

県外の施設）において、日常の中で育児・教育についての相

談や各種行事への参加を通して、自立への足がかりとなるよ

う援助し、指導を行います。                

【こども健康課】 

母子生活支援施設 入所者 ０世帯０人 

（令和４年３月末現在） 

※ 令和３年１０月に退所となったため 

県外の母子生活支援施設 広域入所者 ２世帯７人 

（令和４年３月末現在） 

17,088 

110 

（71） 

（176） 

◎児童扶養手当等支給事業の実施 

離婚等により父又は母と同一生計にない児童が養育される家

庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手

当を支給します。                         

【こども福祉課】 

全部支給者   ８８２人 

一部支給者 １，１１８人 

982,855 

111 

（72） 

（177） 

◎母子家庭自立支援給付金支給事業の実施 

母子家庭等の能力開発の支援、経済的自立に効果的な資格

取得期間中の安定した修業環境の提供、就業機会創出を支

援します。 

【こども福祉課】 

自立支援教育訓練給付金    ４人 

高等職業訓練促進給付金   ２０人（継続）   １０人（新規） 

36,467 

112 

（73） 

（178） 

◎母子家庭等就業・自立支援センター事業の実施 

母子家庭等における個々の状況、職業適性、就業経験に応じ

た就業相談、就業支援講習、就業情報の提供などの就業支

援サービスを総合的に提供します。 

【こども福祉課】 

就業支援バンク登録者数  ９８人 

資格取得養成講座開催   ５講座 

法律相談              毎月１回 

1,785 

113 

（74） 

（179） 

◎母子父子寡婦福祉資金の貸付 

母子家庭等の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、

あわせてその児童の福祉を増進するため、資金を貸し付けま

す。  

【こども福祉課】 

修学資金   ５６件 修業資金 ３件  生活資金      １件 

住宅資金    ２件 転宅資金 ３件  就学支度資金 １２件 

技能習得資金 ２件 

41,745 

114 

（75） 

（180） 

◎母子・父子自立支援員の設置 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉向上を図るための

相談指導等により、経済的自立の助成と生活意欲の助長を

図ります。 

【こども福祉課】 

母子・父子自立支援員 ２名設置 

年間相談件数 １，１３６件 

4,618 

115 

（76） 

（182） 

◎ひとり親家庭ファミリー・サポート・センター利用料の助成 

富山市ファミリー・サポート・センターを利用するひとり親家庭

に対し、自己負担額の一部を助成します。 

【こども福祉課】 

年間利用料助成対象時間数 ２７５時間 143 

116 

（77） 

（183） 

◎ひとり親家庭病児保育利用料の助成 

病児保育を利用するひとり親家庭に対し、自己負担額の一部

を助成します。 

【こども福祉課】 

年間利用料助成対象件数 ６７件 67 

117 

（78） 

（184） 

◎放課後児童健全育成事業に係るひとり親家庭への支援 

事業者である社会福祉法人等へ助成することにより、「放課

後児童クラブ」を利用するひとり親家庭を支援します。 

【こども支援課】 

ひとり親家庭の児童１人あたり５，０００円を助成 

令和３年度利用児童数１１９人 

595 

118 ◎ひとり親家庭等への家賃補助 

ひとり親家庭等が公共交通沿線居住推進地区の民間の賃貸

住宅に転居してきた場合、その家賃に対し補助し、経済的負

担軽減を図ります。 

【居住対策課】 

賃貸住宅助成件数  ３１世帯 3,212 

196-2 

（196-1） 

（196-3） 

◎「ひとり親お助け隊」の実施 

「ひとり親お助けコーディネーター」が、ひとり親の相談に応

じ、伴走型で各種手続きを行うほか、必要に応じ家庭訪問を

行うなど、きめ細やかなサービスを行い、ひとり親家庭の子育

てと仕事の両立を支援します。

【こども福祉課】 

ひとり親お助け隊  １人 

年間支援件数   ６３件 

3,200 

－ 34 －



事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

197 ◎自走式レストカー（水洗トイレ付き）の導入 

市が発注する土木工事の建設現場に、「快適トイレ（※１）」

の自走式レストカー（水洗トイレ付き）を貸出し、働きやすい

職場づくりを推進することで、女性の社会進出を促すなど、

担い手不足の改善に努めます。 

【建設政策課】 

※１：快適トイレ：洋式便座、水洗機能、臭い逆流防止機能など、 

国土交通省が規定する標準仕様を満たす仮設トイレの総称 

「レストカー」の貸出及び日常管理の委託を実施した。 

貸し出し件数 ５件 

498 

施策の方向【2－（3）－③ ワーク・ライフ・バランスの推進】 
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

119 ◎市民に対する意識啓発（ワーク・ライフ・バランス） 

男女が共に能力を発揮できる職場環境づくりを推進するため、男

女共同参画に関する情報交流誌「あいのかぜ」等を通してワー

ク・ライフ・バランスに関する情報発信と意識啓発を図ります。 

【男女参画・市民協働課】 

ワーク・ライフ・バランスを取り上げた情報交流誌「あいのかぜ」

を発行し、市民に向けた情報発信や意識啓発に努めた。（出前

講座の実施なし） 

― 

120 ◎職域メンタルヘルスサポーターの養成 

安全管理者などが義務付けられていない中小企業を主な対象として、

市内の商工会議所等と連携し、職域においてメンタルヘルスの普及啓

発を行う、職域メンタルヘルスサポーターの養成を行います。 

【保健所保健予防課】 

研修会２回（富山県助産師会、富山商工会議所） 

研修内容 講義「富山市の自殺の現状」 

       「生きづらさを抱えた女性への関わり」 

       「相談の受け方と傾聴法・ストレス対処について」 

200 

121 

（41） 

（58） 

◎企業や従業員に対する労働者の健康管理・保持のための意識啓発 

職場における健康管理・保持のための産業保健の促進や、 

妊娠・出産期の母性健康管理のための休暇などが取りやす

い環境となるよう働きかけます。 【商業労政課】

新型コロナウイルス感染症の影響により、企業訪問は実施で

きなかったが、資料配布等により、事業主へ周知を行うととも

に、市ＨＰにおいても広く周知を図った。 

雇用促進等のために資料配布を行った企業：５０社 

― 

122 

（24） 
◎育児・介護休業制度の周知・啓発 

育児・介護休業制度の周知を図り、男女がともに育児や介護

休業を取得しやすい職場環境となるよう啓発に努めます。 

【商業労政課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により、企業訪問は実施で

きなかったが、資料配布等により、事業主へ周知を行うととも

に、市ＨＰにおいても広く周知を図った。 

雇用促進等のために資料配布を行った企業：５０社 

― 

123 ◎パートタイム労働法の周知・啓発 

パートタイム労働者を雇用する企業が、その就業実態などを考

慮して通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保を実施し、福

利厚生の充実などの雇用管理の改善を図るために必要な措置

を講ずるよう、パートタイム労働法の周知及び啓発に努めます。 

【商業労政課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により、企業訪問は実施で

きなかったが、資料配布等により、事業主へ周知を行うととも

に、市ＨＰにおいても広く周知を図った。 

雇用促進等のために資料配布を行った企業：５０社 

― 

124 

（80） 
◎多様な勤務形態の普及・促進 

短時間勤務制度やフレックスタイム制、在宅勤務制度、テレワークな

ど、子育てを行う勤労者が柔軟に働ける制度の普及に努めます。 

【商業労政課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により、企業訪問は実施で

きなかったが、資料配布等により、事業主へ周知を行うととも

に、市ＨＰにおいても広く周知を図った。 

雇用促進等のために資料配布を行った企業：５０社 

― 

125 ◎労働環境整備対策事業の推進 

商工会議所で実施する女性の人材確保・労働環境整備に関す

るセミナーや相談会などの開催について支援を行います。 

【商業労政課】 

商工会議所の主催講座への支援を行った。  510 

126 ◎事業所内保育施設の設置促進 

従業員の福利厚生の充実を目的として、事業所内保育施設

を新たに設置する事業主への支援を行い、仕事と子育ての両

立ができる環境の整備に努めます。. 

. .【商業労政課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により、企業訪問は実施で

きなかったが、資料配布等により、事業主へ周知を行うととも

に、市ＨＰにおいても広く周知を図った。 

雇用促進等のために資料配布を行った企業：５０社 

事業所内保育施設運営補助 １件 

1,000 

127 

（25） 

（70） 

（84） 

◎女性活躍推進に向けた制度の周知・啓発 

女性の積極登用やワーク・ライフ・バランスに資する取組等を推進す

るため、国や県など関係機関と連携し、職場における男女格差解消

に向けた「ポジティブ・アクション」の取組や、「女性活躍推進法」に基

づく取組について事業主への周知・啓発に努めます。 

【商業労政課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により、企業訪問は実施で

きなかったが、資料配布等により、事業主へ周知を行うととも

に、市ＨＰにおいても広く周知を図った。 

雇用促進等のために資料配布を行った企業：５０社 

また、商工会議所の主催講座への支援を行った。 

510 

128 ◎家族経営協定の推進 

農業経営のやり方などについて、家族内で取り決めを設定す

る「家族経営協定」の締結を推進し、女性農業労働者の立場

の改善に努めます。                 【農政企画課】 

家族経営協定の推進 ６３件 ― 

198-1 

（198-2） 
◎「家事ダン」マイスター認定事業の実施 

男性を対象とした家事に関する講座を実施することにより、男性の家

事参画を促し、女性の負担を減らす環境づくりを推進します。 

  【男女共同参画推進センター】 

開催回数 ６回 

参加人数 延べ１２４人 

全６回の講座すべてを受講した方１７人を「家事ダンマイスタ

ー」に認定した。 

1,483 

－ 35 －



施策の方向【2－（3）－④ セクシュアル・ハラスメントの防止】
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

129 ◎セクシュアル・ハラスメント防止のための市民への意識啓発 

「広報とやま」、テレビ、ラジオなどの広報媒体を用い、セクシ

ュアル・ハラスメント防止のため、市民の意識啓発を図り、相

談窓口を周知します。 

【男女参画・市民協働課】 

「女性に対する暴力をなくす運動」期間（１１月１２日～２５日）

に合わせて、セクシュアル・ハラスメント防止に向けた市民への

意識啓発や相談窓口の周知を行った。 

― 

130 ◎職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止のための啓発 

職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止のための方策などについ

て、国や県、労働関係機関などと連携を図りながら啓発に努めます。 

【商業労政課】

新型コロナウイルス感染症の影響により、企業訪問は実施でき

なかったが、資料配布等により、事業主へ周知を行うとともに、

市ＨＰにおいても広く周知を図った。 

雇用促進等のために資料配布を行った企業：５０社 

― 

－ 36 －



基本目標 3 支え合う家族・地域社会づくりの推進  

取り組む主要テーマ 3－（1）／家族ぐるみの支え合い 

施策の方向【3-（1）－① 家事・育児・介護などへの共同参画促進】
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

131 

（1） 
◎男女共同参画に関する情報交流誌「あいのかぜ」の発行 

男女共同参画に関する情報交流誌「あいのかぜ」を発行し、 

男女共同参画に関する正しい理解と認識を深めるための 

情報を発信します。 

【男女参画・市民協働課】 

年１回発行（３月発行Ａ４番１２頁） 

町内会班回覧、施設等配架 

発行部数１５，０００部 

内容：男女共同参画に関する啓発 

（自分らしく活躍する市民や女性活躍を応援する企業等へのイン

タビュー、市民フェスティバル２０２１レポート、男女共同参画作文

コンクール受賞作品掲載、市からのお知らせなど） 

521 

132 ◎パパママセミナーの開催 

働く女性や男性が参加しやすい休日にパパママセミナーを

開催し、安心して子育てができるよう、妊娠・出産・育児に関

する正しい情報を提供し、子育て意識の啓発を図ります。 

【こども健康課】 

パパママセミナーの開催 

  保健福祉センター（中央・南・北・八尾・西）で年２０回実施 

  参加者延べ数  ２１６組（４１５人） 

187 

133 ◎父親の育児参加についての啓発資料の配布 

パパママセミナー、乳幼児健診、ベビーフェスティバルなど

で啓発資料を配布し、父親の積極的育児参加を促します。 

【こども健康課】 

父親の育児参加についての啓発資料の配布 ― 

134 ◎家庭教育講座の開催（公民館ふるさと講座） 

家庭教育講座を開催し、家族のふれあいや心の結びつきを

深めるとともに、子育てを社会全体で支えていく観点から、

地域が主体となって取り組む体制づくりを支援します。 

【生涯学習課】 

新型コロナウイルス感染症の影響から実施回数等は減少した

が、市立公民館８２箇所すべてにおいて、公民館ふるさと講座を

開催。男女協力しながら料理教室を行う等、男女共同参画を推

進するためのさまざまな講座を、各地域のふるさとづくり推進協

議会が企画し実施した。 

9,316 

135 ◎親学び事業の実施 

県教育委員会や小中学校、関係諸団体と連携・協力し、学

年学級懇談会や就学時検診等の学校行事の機会に「親学

び講座」を実施します。 

【生涯学習課】 

県教育委員会や小中学校、関係諸団体と連携・協力し、小中学

校及び幼稚園・保育所等において「親学び講座」を実施した。 

400 

198-2 

（198-1） 
◎「家事ダン」マイスター認定事業の実施 

男性を対象とした家事に関する講座を実施することにより、 

男性の家事参画を促し、女性の負担を減らす環境づくりを推

進します。                 

【男女共同参画推進センター】 

開催回数 ６回 

参加人数 延べ１２４人 

全６回の講座すべてを受講した方１７人を「家事ダンマイスター」

に認定した。 

1,483 

取り組む主要テーマ 3－（2）／地域における男女共同参画の推進 

施策の方向【3－（2）－① 地域リーダーの育成】
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

136 ◎男女共同参画推進地域リーダーの活動支援 

地域の中で男女共同参画意識の醸成を図り、地域活動への男

女の対等な立場での参画を推進するため、富山市男女共同参

画推進地域リーダーによる啓発活動を支援します。 

【男女参画・市民協働課】 

富山市男女共同参画推進地域リーダー（８ブロック １４６人）の

活動を支援した。 

（活動内容） 

・ブロック別研修会の開催    

・ブロック別イベントの開催 

・広報誌「ハーモニー」の発行 

・男女共同参画推進フォーラムｉｎ富山の開催 

733 

137 ◎社会教育団体などの育成（社会教育団体補助金交付） 

地域で活動する社会教育関係団体などへの支援を通じて、性

別にとらわれることなく活躍する男女リーダーの育成に努め、

地域活動の活性化を推進します。                  

【生涯学習課】 

社会教育関係団体補助金交付（富山市ふるさとづくり推進連絡

協議会、富山市ＰＴＡ連絡協議会） 

1,860 

－ 37 －



施策の方向【3－（2）－② 地域活動に参画しやすい環境づくり】
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

138 

(21) 
◎ボランティア活動の促進 

ボランティア活動に意欲を持つ市民にボランティア情報を積極

的に提供するとともに活動例を広く周知し、誰もが気軽にボラン

ティアに取り組める環境の整備に努めます。 

【男女参画・市民協働課】 

ボランティア活動の推進、活動体制の整備を実施している市社会

福祉協議会（市ボランティアセンター）に対する補助の継続 

・ボランティアセンター活動保険一部補助        ９７５，７８０円 

・ボランティアセンター登録者（団体、個人）の活動実態調査 

１００，０００円 

1,076 

139 ◎ボランティア講座の開催 

ボランティア活動の推進を図るため啓発用講座を開催している

富山市ボランティアセンターを支援します。 

      【男女参画・市民協働課】 

ボランティア活動の推進、活動体制の整備を実施している市社会

福祉協議会（市ボランティアセンター）に対する補助の継続 

・ボランティアセンター運営事業   １，２００，０００円 

・ボランティア入門講座          １２１，４３９円 

・サマーボランティア体験事業         ２４，０００円 

1,345 

140 ◎ＮＰＯなどとの協働の推進 

市民や市民団体等と行政がともに手を携えて、さまざまな地域

課題に取り組む市民主体のまちづくりを推進します。 

【男女参画・市民協働課】 

「富山市公募提案型協働事業」を実施し、４団体の提案を採択し、

事業を実施した。（負担金 ７２０千円） 

・「市民と行政の協働」に関する職員研修    １００，０００円 

885 

141 ◎消費生活に関する研究の団体への委託 

消費生活について関心のある団体・グループが行う消費生活

に関する様々な問題の研究や学習によって、ライフスタイルを

見直し、賢い消費者となるための活動を支援します。 

 . 【消費生活センター】 

消費生活に関する研究委託 

 消費者団体１件 

36 

142 ◎消費生活教室の実施 

市内に居住する人を対象に月１回程度の定例学習会を開催し、

賢い消費者の育成を図ります。        

【消費生活センター】 

消費生活教室定例会を月１回開催（新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、Ａ班、Ｂ班に分け、隔月開催） 

参加者数 ２２５人 

85 

143 

（106） 
◎子どもかがやき教室事業の実施 

放課後や学校休業日に、学校や社会教育施設を活用し、スポ

ーツや文化活動等の様々な体験・交流活動を実施します。 

        【生涯学習課】 

新型コロナウイルス感染症対策を行いながら実施した。 

当初予定箇所より７か所減ったが、市内３７地区において計５９６

回の活動を行い、子どもの延べ参加人数は９，０１０人となった。 

地域ごとに特色ある活動を行い、放課後や学校休業日に子ども

たちへ体験活動の場を提供することができた。 

5,395 

144 

（149） 
◎救命講習会の受講者拡大 

救急事故現場に居合わせた人たちの適切な応急手当による救

命効果の向上を目指して救命講習会の受講者を拡大し、男女

を問わず市民による積極的な応急手当の推進を図ります。 

 .   【消防局警防課】 

開催回数   ３６８回 

受講者数 ８，０９５人 

1,008 

145 ◎女性防火クラブの活動支援 

女性防火クラブ員を対象に家庭からの出火防止を図るため、火災

予防に関する研修会の開催やクラブ情報紙の配布により、防火意

識の高揚と防火に関する高度な知識の習得に努めます。

【消防局予防課】 

研修会等 

７回 ７０人 

― 

施策の方向【3－（2）－③ 防災対策への女性の参画促進】 
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

146 ◎災害ボランティアネットワーク事業の推進 

災害ボランティアネットワーク会議による災害ボランティア本部 

設置・運営訓練や研修会への参加を通して、災害時における意

思決定の場への女性の参画を促進します。  

【男女参画・市民協働課】 

・災害ボランティアネットワーク会議の開催 

・災害ボランティアネットワーク会議研修会の開催 

・災害ボランティア本部設置・運営訓練の実施 

100 

147 ◎防災対策への女性の視点導入 

防災会議等で意見や要望を伺いながら、女性の視点からの防

災対策の推進に努めます。 

【防災対策課】 

令和３年７月に防災会議を実施し、地域防災計画の内容を修正

した。 

避難所の運営において、男女双方の視点に配慮する旨記載を

追記した。 

― 

148 ◎避難所運営マニュアルへの女性の視点導入 

総合防災訓練等への女性参加を今後も積極的に働きかけ、参加

者からの意見等について必要に応じマニュアルに反映させます。 

【防災対策課】 

避難所運営マニュアルの内容を修正し、避難所の運営管理を行

う組織内に女性を選出するなど運営体制に女性の視点を取り入

れる旨記載を追記した。 

― 

－ 38 －



事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

149 

（144） 
◎救命講習会の受講者拡大 

救急事故現場に居合わせた人たちの適切な応急手当による救

命効果の向上を目指して救命講習会の受講者を拡大し、男女

を問わず市民による積極的な応急手当の推進を図ります。 

【消防局警防課】 

開催回数   ３６８回 

受講者数 ８，０９５人 

1,008 

150 

（66） 
◎女性消防団員の活動支援 

女性消防団員に研修会や各種訓練への参加など、活動機会を

設けて地域の防災リーダーとして育成します。 

【消防局総務課】 

新入団員研修 

実施月：１０月   対象者：新入団員  参加人員：２３名 

内 容：消防団員としての基礎的な知識、技術の習得 

女性団員研修 

実施月：１０月   対象者：女性団員  参加人員：２１名 

内 容：活動報告、情報・意見交換 

― 

－ 39 －



基本目標 4 男女間のあらゆる暴力ゼロの環境づくりの推進  
取り組む主要テーマ 4－（1）／男女間のあらゆる暴力根絶のための意識づくり 

施策の方向【4－（1）－① 男女間のあらゆる暴力防止についての意識啓発】 
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

151 

（12） 
◎人権啓発フェスティバルの開催 

「人権啓発フェスティバル」を開催し、広く一般に、人権教育、人

権啓発推進を図ります。 

 【市民生活相談課】 

人権啓発フェスティバル 

参加者：約４０人 動画再生回数９５回 

内容：講演会、パネル展示など 

685 

152 

（13） 
◎「広報とやま」を通じた人権啓発活動の実施 

人権週間、人権擁護委員の日に併せて、人権啓発に関する記

事を掲載します。  

   【市民生活相談課】 

広報とやま５月２０日号 

「人権擁護委員の日」（半ページ） 

広報とやま１１月２０日号 

「人権週間」（１ページ） 

350 

153 

（14） 
◎各種研修会での人権啓発活動の実施 

出前講座メニュー「人権ってなに？」を活用し、人権啓発活動を

展開します。 

【市民生活相談課】 

人権啓発講演会 

参加者：約４０人 

― 

154 ◎ＤＶ防止などに関する意識啓発 

「広報とやま」、情報交流誌「あいのかぜ」やホームページなど

を用いて、ＤＶ防止の意識の醸成を図ります。 

        【男女参画・市民協働課】 

「女性に対する暴力をなくす運動」期間（１１月１２日～２５日）に

あわせ、広報とやま１１月５日号にＤＶ防止についての啓発及び

相談窓口の紹介記事を掲載した。 

また、市ホームページにおいて、ＤＶ防止についての啓発及び相

談窓口の周知を図った。 

― 

155 ◎一般向けＤＶ防止啓発冊子の作成 

公共施設などに啓発冊子を配備し、ＤＶに関する啓発を図りま

す。                     【男女参画・市民協働課】 

ＤＶ防止啓発講座等においてＤＶ防止啓発パンフレットを配布する

ほか、ＤＶ相談窓口案内カードを市関係施設に配布し、啓発及び

相談窓口の周知を図った。 

117 

156 

(3) 
◎男女共同参画市民フェスティバルの開催 

「男女共同参画市民フェスティバル」を開催し、男女共同参画に

関する情報発信と意識啓発を図ります。  

【男女参画・市民協働課】 

「男女共同参画とやま市民フェスティバル２０２１」を開催 

期日：令和３年１１月２８日（日）～１２月４日（土） 

開催方法：オンライン開催     視聴回数：９１回 

講師：中村 朱美（株式会社ｍｉｎｉｔｔｓ代表取締役） 

内容：講演会（テーマ「広がる可能性と夢の実現～みんなに必要

な新しい働き方～」） 

654 

157 ◎ＤＶ防止啓発講座の開催 

男女間のあらゆる暴力の予防と根絶を図るため、学生や教職

員及び保護者を対象にしたＤＶ防止啓発講座を開催します。 

【男女共同参画推進センター】 

地域や大学生等を対象としたＤＶ防止啓発講座を開催した。 

ＰＴＡ、市民向け講座 （５/２２開催） １回 受講者数２３人 

大学生等講座     （１１/４開催） ２回 受講者数９９人 

53 

158 ◎男性に対しての啓発活動の推進 

女性に対する暴力をなくす運動期間に合わせ、男性に向けた

広報やチラシによる啓発活動を推進します。 

【男女共同参画推進センター】 

ＤＶ防止に関する資料をＣｉＣ内に配置し、啓発に努めた。 

女性に対する暴力をなくす運動期間（１１月１２日～２５日）にあ

わせ、とやま駅南図書館と共催し関連図書の展示を実施した。 

― 

159 

（20） 
◎人権教育推進事業の実施 

  「人権フォーラム」を開催し、人権問題に関する普及・啓発を図

ります。                              

【生涯学習課】 

人権フォーラムの開催 

期日    令和３年１１月２２日（月） 

会場    富山市民プラザ４階アンサンブルホール 

講師    東 小雪 

内容    講演会（テーマ「ＬＧＢＴを理解する～ 

日本社会の中でマイノリティであること」） 

聴講者数 約６０名 

409 

施策の方向【4－（1）－② 若年層を対象とする予防啓発の拡充、教育・学習の充実】
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

160 ◎中学生向けデートＤＶ防止啓発冊子の作成 

デートＤＶについての啓発冊子を市内各中学校に配備し、交際

相手からの暴力について中学生が考える機会を提供すること

で、予防と啓発を図ります。 

     【男女参画・市民協働課】 

富山県が作成した啓発冊子を活用し、デートＤＶの予防、啓発を

図った。 

― 

161 ◎デートＤＶに関する研修への参加促進 

デートＤＶに関する研修に教員の参加を促し、デートＤＶに対す

る注意力を高めるとともに、生徒への指導につなげます。  

        【学校教育課】 

富山県作成「中学生向けデートＤＶ防止啓発リーフレット」を教材

として、各学校で、中学校２年生の担任が学級指導を行った。 

― 

－ 40 －



取り組む主要テーマ 4－（2）／相談体制の強化 

施策の方向【4－（2）－① 相談窓口の周知】 
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

162 ◎広報誌やホームページ等を活用した相談窓口の周知 

「広報とやま」や市ホームページに各種のＤＶ相談窓口を掲載

し、周知を図ります。              

【男女参画・市民協働課】 

「女性に対する暴力をなくす運動」期間（１１月１２日～２５日）にあわ

せ、広報とやま１１月５日号にＤＶ防止についての啓発及び相談窓

口の紹介記事を掲載した。また、市ホームページにおいて、ＤＶ防

止についての啓発及び相談窓口の周知を図った。 

― 

163 ◎ＤＶ相談窓口の周知 

「広報とやま」や市のホームページに相談窓口の情報を掲載するとと

もに、各種啓発講座を開催する際に、相談窓口についてのリーフレッ

トを配布します。また、女性に対する暴力をなくす運動期間等に合わ

せ、ＣｉＣ内でのパネル及びリーフレットの展示や、相談窓口案内カー

ドを配置するなど周知に努めます。     【男女共同参画推進センター】 

各種講座情報、夫婦・男女に関する法律相談・特別法律相談、

悩み相談の案内などを「広報とやま」や市のホームページに掲載

し、意識啓発のための情報提供を図った。また、講座受講者にセ

ンター事業を情報提供した。 

― 

施策の方向【4－（2）－② 安心して相談できる体制の充実】
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

164 ◎女性相談の実施 

女性相談員１人を配置し、女性からの各種相談に対応し暴力

被害の早期発見に努めます。           【こども福祉課】 

女性相談員     １人 

年間相談件数  １６件 

2,362 

165 

（171） 

（191） 

◎ＤＶ相談窓口連絡会議の開催 

必要に応じてＤＶ相談窓口連絡会議を開催し、情報交換や協議など

を通して市各担当課及び外部関係機関などの連携強化を図ります。 

       【男女参画・市民協働課】 

市役所相談窓口担当課職員対象の「配偶者等からの暴力被害

に関係する相談窓口担当者等研修会」において、関係課間で情

報交換を行った。 

― 

166 

（192） 
◎ＤＶ相談担当者などの研修の充実 

ＤＶ被害者に寄り添った支援を図るため、外部講師による講義

や事例検討などの研修会を開催し、相談担当者のＤＶについて

の理解と相談のスキルの向上を図ります。 

       【男女参画・市民協働課】 

外部講師を招き、市役所相談窓口担当課職員を対象に、「配偶者等

からの暴力被害に関係する相談窓口担当者等研修会」を実施した。 

（第１回） 開催日：令和３年６月２４日 参加者：２７人 

講義：「ＤＶ被害者への切れ目ない支援とは」 

講師：小林 涼子（ＮＰＯ法人ハッピーウーマンプロジェクト理事） 

（第２回）令和４年２月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

書面開催 

27 

167 ◎ＤＶ相談の実施 

ＤＶ相談員による「ＤＶ相談」を実施し、関係機関と連携しなが

ら、相談者の問題解決に向けた助言を行います。 

  【男女共同参画推進センター】 

相談員１人による、電話・来所相談 

月～金 １０：００～１８：１５ 

（相談実績 ３４０件のうちＤＶに係るもの１４９件） 

土曜特別相談の実施（１２回実施） 

女性に対する暴力をなくす運動期間（１１月１２日～２５日）にあ

わせての土曜特別相談も実施した。 

2,588 

168 

（174） 
◎夫婦・男女に関する悩み相談の実施 

臨床心理士による、「夫婦・男女に関する悩み相談」を実施し、

相談者を支援します。         【男女共同参画推進センター】 

年間８回実施  １１人 98 

169 ◎夫婦・男女に関する法律相談の実施 

弁護士による、「夫婦・男女に関する法律相談」を実施し、相談

者の法的な問題解決を支援します。 

【男女共同参画推進センター】 

法律相談 年間１２回実施  ４３人 196 

取り組む主要テーマ 4－（3）／安全確保と自立支援 

施策の方向【4－（3）－① 被害者の安全確保のための体制づくり】 
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

170 ◎住民基本台帳の閲覧制限などの支援措置の実施 

ＤＶ被害者の保護の為の措置の手順を定めた支援対応マニュ

アルに基づき、住民基本台帳の閲覧制限処理を迅速に行いま

す。また、住民基本台帳からの情報をもとに事務処理を行う関

係課と連携し、ＤＶ被害者の住所の漏洩防止に努めます。   

【市民課】 

住民票及び戸籍（附票）の閲覧制限等実施 

〇富山市市民課における手続件数 

  新規 １３４件  継続 １９２件  終了 １０５件 

  令和３年度末支援者数 ３１８件 

  （うち、現在の住民登録地が富山市の者１８２件） 

― 

171 

（165） 

（191） 

◎ＤＶ相談窓口連絡会議の開催 

必要に応じてＤＶ相談窓口連絡会議を開催し、情報交換や協議など

を通して市各担当課及び外部関係機関などの連携強化を図ります。 

【男女参画・市民協働課】 

市役所相談窓口担当課職員対象の「配偶者等からの暴力被害に

関係する相談窓口担当者等研修会」において、関係課間で情報

交換を行った。

― 

－ 41 －



事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

172 ◎災害時の避難所などでのＤＶ防止 

災害時における相談窓口や男女間のあらゆる暴力等の予防方法

に関する理解と認識を深めるために講座を開催するなど、災害時

のＤＶ防止の意識啓発を図ります。 

【男女共同参画推進センター】 

地域対象講座 （１０/９開催）  １回 受講者数２２人 

市民向け講座 （２/１９開催）  １回 受講者数１７人 

32 

施策の方向【4－（3）－② 被害者の心身の回復支援】
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

173 

（48） 

（189） 

◎こころの悩みや不安についての相談の実施 

アルコール問題、ひきこもり問題などのさまざまな不安や悩みに

ついての相談、こころの健康相談、自殺予防に関する相談につい

て、保健師や精神保健福祉士、公認心理師等が対応します。 

【保健所保健予防課】 

ハートＳＯＳ電話相談（随時） 

新型コロナウイルス対策 こころのケア相談（毎週水曜日） 

相談窓口紹介ガイドの作成・配布 

1,339 

174 

（168） 
◎夫婦・男女に関する悩み相談の実施 

臨床心理士による、「夫婦・男女に関する悩み相談」を実施し、

相談者を支援します。       【男女共同参画推進センター】 

年間８回実施  １１人 98 

施策の方向【4－（3）－③ 被害者の生活再建に向けた支援】 
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

175 ◎経済的自立に向けた支援の実施 

生活困窮者に、生活保護法に基づく経済的支援や自立に向け

ての指導やアドバイスを行います。           【生活支援課】 

生活保護事務を通じ、生活再建に向けた支援や自立に向けた

アドバイスを行った。 

4,487,245 

176 

（71） 

（110） 

◎児童扶養手当等支給事業の実施 

離婚等により父又は母と同一生計にない児童が養育される家

庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当

を支給します。                           【こども福祉課】 

全部支給者     ８８２人 

一部支給者  １，１１８人 

982,855 

177 

（72） 

（111） 

◎母子家庭自立支援給付金支給事業の実施 

母子家庭等の能力開発の支援、経済的自立に効果的な資格

取得期間中の安定した修業環境の提供、就業機会創出を支援

します。                                 【こども福祉課】 

自立支援教育訓練給付金     ４人 

高等職業訓練促進給付金    ２０人（継続） 

１０人（新規） 

36,467 

178 

（73） 

（112） 

◎母子家庭等就業・自立支援センター事業の実施 

母子家庭等における個々の状況、職業適性、就業経験に応じ

た就業相談、就業支援講習、就業情報の提供などの就業支援

サービスを総合的に提供します。            【こども福祉課】

就業支援バンク登録者数   ９８人 

資格取得養成講座開催    ５講座 

法律相談              毎月１回 

1,785 

179 

（74） 

（113） 

◎母子父子寡婦福祉資金の貸付 

母子家庭等の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あ

わせてその児童の福祉を増進するため、資金を貸し付けます。 

                              【こども福祉課】 

修学資金   ５６件 修業資金３件 生活資金     １件 

住宅資金    ２件 転宅資金３件 就学支度資金 １２件 

技能習得資金 ２件 

41,745 

180 

（75） 

（114） 

◎母子・父子自立支援員の設置 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉向上を図るための

相談指導等により、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図

ります。                         【こども福祉課】 

母子・父子自立支援員 ２名設置 

年間相談件数 １，１３６件 

4,618 

181 

（109） 

（188） 

◎母子生活支援施設の設置・運営 

母子家庭やＤＶ被害者の母と子が心身ともに健やかに良い環

境の中で生活ができるように、母子生活支援施設（和光寮や県

外の施設）において、日常の中で育児・教育についての相談や

各種行事への参加を通して、自立への足がかりとなるよう援助

し、指導を行います。 【こども健康課】

母子生活支援施設 入所者０世帯０人 

（令和４年３月末現在） 

※令和３年１０月に退所となったため 

県外の母子生活支援施設 広域入所者 ２世帯７人 

（令和４年３月末現在） 

17,088 

182 

（76） 

（115） 

◎ひとり親家庭ファミリー・サポート・センター利用料の助成 

富山市ファミリー・サポート・センターを利用するひとり親家庭に

対し、自己負担額の一部を助成します。     【こども福祉課】 

年間利用料助成対象時間数 ２７５時間 143 

183 

（77） 

（116） 

◎ひとり親家庭病児保育利用料の助成 

病児保育を利用するひとり親家庭に対し、自己負担額の一部

を助成します。                           【こども福祉課】 

年間利用料助成対象件数 ６７件 67 

184 

（78） 

（117） 

◎放課後児童健全育成事業に係るひとり親家庭への支援 

事業者である社会福祉法人等へ助成することにより、「放課後

児童クラブ」を利用するひとり親家庭を支援します。 

【こども支援課】 

ひとり親家庭の児童１人あたり ５，０００円を助成 

令和３年度利用児童数１１９人 

595 

－ 42 －



事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

184 

（78） 

（117） 

◎放課後児童健全育成事業に係るひとり親家庭への支援 

事業者である社会福祉法人等へ助成することにより、「放課

後児童クラブ」を利用するひとり親家庭を支援します。 

【こども支援課】 

ひとり親家庭の児童１人あたり ５，０００円を助成 

令和３年度利用児童数１１９人 

595 

185 ◎市営住宅管理事業の実施 

健康で安全かつ快適な生活が営めるよう住宅に困窮している

市民等への市営住宅の提供と管理を行う。   【市営住宅課】 

随時実施 ― 

196-3 

（196-1） 

（196-2） 

◎「ひとり親お助け隊」の実施 

「ひとり親お助けコーディネーター」が、ひとり親の相談に応じ、

伴走型で各種手続きを行うほか、必要に応じ家庭訪問を行う

など、きめ細やかなサービスを行い、ひとり親家庭の子育てと

仕事の両立を支援します。            【こども福祉課】 

ひとり親お助け隊   １人 

年間支援件数     ６３件 

3,200 

203 ◎特別定額給付金用確認書の発行 

新型コロナウイルス感染症緊急対策として実施する特別定額

給付金を、支援を必要とするＤＶ避難者に適切に支払うため、

ＤＶ相談及び確認書を発行します。 

【男女参画・市民協働課】 

【男女共同参画推進センター】 

令和２年度をもって事業終了 ― 

施策の方向【4－（3）－④ ＤＶ被害者の子どもへの支援】
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

186 ◎臨床心理士派遣事業(保育所）の実施 

相談があった保育所に心理相談員とこども健康課の職員が訪

問を行います。                           【こども健康課】 

心理相談員    ０名 

相談延べ件数   ０回 

― 

187 ◎臨床心理士派遣事業(子ども会）の実施 

相談があった子ども会に心理相談員とこども健康課の職員が

訪問を行います。                        【こども健康課】 

心理相談員    ０名 

相談延べ件数   ０回 

― 

188 

（109） 

（181） 

◎母子生活支援施設の設置・運営 

母子家庭やＤＶ被害者の母と子が心身ともに健やかに良い環

境の中で生活ができるように、母子生活支援施設（和光寮や県

外の施設）において、日常の中で育児・教育についての相談や

各種行事への参加を通して、自立への足がかりとなるよう援助

し、指導を行います。                    【こども健康課】 

母子生活支援施設 入所者０世帯０人 

（令和４年３月末現在） 

※令和３年１０月に退所となったため 

県外の母子生活支援施設 広域入所者 ２世帯７人 

（令和４年３月末現在） 

17,088 

189 

（48） 

（173） 

◎こころの悩みや不安についての相談の実施 

アルコール問題、ひきこもり問題などのさまざまな不安や悩み

についての相談、こころの健康相談、自殺予防に関する相談に

ついて、保健師や精神保健福祉士、公認心理師等が対応しま

す。                               【保健所保健予防課】 

ハートＳＯＳ電話相談（随時） 

新型コロナウイルス対策 こころのケア相談（毎週水曜日） 

相談窓口紹介ガイドの作成・配布 

1,339 

190 ◎スクールカウンセラーなどによる相談の実施 

市内小・中学校にスクールカウンセラーやスクールソーシャル

ワーカーを配置し、子どもの悩み相談を充実させます。対応事

例に関する情報共有やカウンセラーなどの効果的な活用の推

進に努めます。                     【学校教育課】 

スクールカウンセラー等の配置 

スクールカウンセラー  全小中学校（小学校６５校、中学校２６校） 

スクールソーシャルワーカ ー     小学校１９校、中学校２６校 

子どもと親の相談員          小学校 ２校 

校内適応指導教室指導員        中学校 ６校 

20,777 

取組みのテーマ 4－（4）／ＤＶ対策推進体制の強化 

施策の方向【4－（4）－① 関係各課、関係機関、民間支援団体などとの連携強化】
事業 

番号 

（再掲） 

事業内容 

【担当課】 

令和３年度 

実施状況 
決算額 

（千円） 

191 

（165） 

（171） 

◎ＤＶ相談窓口連絡会議の開催 

必要に応じてＤＶ相談窓口連絡会議を開催し、情報交換や協

議などを通して市各担当課及び外部関係機関などの連携強化

を図ります。                     【男女参画・市民協働課】 

市役所相談窓口担当課職員対象の「配偶者等からの暴力被害

に関係する相談窓口担当者等研修会」において、関係課間で情

報交換を行った。

―

192 

（166） 
◎ＤＶ相談担当者などの研修の充実 

ＤＶ被害者に寄り添った支援を図るため、外部講師による講義

や事例検討などの研修会を開催し、相談担当者のＤＶについて

の理解と相談のスキルの向上を図ります。  

【男女参画・市民協働課】 

外部講師を招き、市役所相談窓口担当課職員を対象に、「配偶者等

からの暴力被害に関係する相談窓口担当者等研修会」を実施した。 

（第１回） 開催日：令和３年６月２４日 参加者：２７人 

講義：「ＤＶ被害者への切れ目ない支援とは」 

講師：小林 涼子（ＮＰＯ法人ハッピーウーマンプロジェクト理事） 

（第２回）令和４年２月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

書面開催 

27 
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第３ 男女共同参画推進施策の計画関連指標（前期） 
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第４ 令和 4 年度 男女共同参画推進施策の実施計画 



第２次富山市男女共同参画プラン 

後期実施計画 2022-2026 
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第５ 男女共同参画推進施策の計画関連指標（後期） 
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第６ 男女共同参画推進センターの取組み 



男女共同参画の意識の醸成から行動を促す

誰もが共にいきいきと活躍する社会を創る

支え合う家族・地域社会づくりの推進

１ 男女共同参画推進センター事業の方向付け 

富山市男女共同参画推進センターでは、令和４年度から「第２次富山市男女共同参画プラン 

後期実施計画 2022-2026」に基づいて事業を展開していきます。 

◆人権尊重、平等意識の啓発

●男女共同参画のわかりやすい広報・啓発活動の推進

○男女共同参画講座の開催

○男女共同参画推進センター事業

の案内

○男女共同参画に関する資料など

の配置

○大学等と連携した「働き方改革」

や「ワーク・ライフ・バランス」

に関する講座の開催

○地域における「働き方改革」や

「ワーク・ライフ・バランス」に

関する講座の開催

◆誰もが能力を発揮できる環境の整備

●ワーク・ライフ・バランスの推進

○「家事ダン」マイスター認定事業

の実施

◆仕事と生活の調和を目指した家族ぐるみの支え合い

●男性の家事・育児等への積極的な参画に向けた支援

○「家事ダン」マイスター認定事業

の実施

〇地域における「働き方改革」や 

「ワーク・ライフ・バランス」に 

関する講座の開催 

男女共同参画推進センターの男女共同参画に関する講

座の案内などを「広報とやま」や推進センターのホー

ムページに掲載し、意識啓発のための情報提供を図り

ます。

男女共同参画に関する正しい理解と認識を深めるため

の啓発講座を開催します。 

男女共同参画に関する資料をＣｉＣ内等に配置し情報

提供します。また、男女共同参画週間等にあわせ、パ

ネルやリーフレットなどを展示します。 

大学等と連携し、学生等を対象に、「働き方改革」や「ワ

ーク・ライフ・バランス」等に関する講座を開催し、若

者の意識啓発を促します。 

「女性活躍推進」や「働き方改革」、「ワーク・ライフ・

バランス」等に関する講座や啓発活動など、市民を対

象に地域で開催することで、「固定的な性別役割分担意

識」を見直すための意識啓発と男性の家事・育児・介

護等への理解や前向きな参画を促進します。 

男性を対象とした家事に関する講座を実施することに

より、男性の家事参画を促し、女性の負担を減らすこ

とで、女性が活躍できる環境づくりを推進します。 

「女性活躍推進」や「働き方改革」、「ワーク・ライフ・

バランス」等に関する講座や啓発活動など、市民を対

象に地域で開催することで、「固定的な性別役割分担意

識」を見直すための意識啓発と男性の家事・育児・介

護等への理解や前向きな参画を促進します。
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あらゆる暴力ゼロの環境づくりの推進

◆防災分野における男女共同参画の推進 

   ●男女共同参画の視点に立った防災対策の推進 

    ○男女共同参画の視点に立った避難所 

運営等に関する啓発講座の開催 

◆パートナー間のあらゆる暴力根絶のための意識づくり 

●パートナー間のあらゆる暴力防止についての意識啓発 

○ＤＶ防止啓発講座の開催 

○男性に対しての啓発活動の推進      

◆相談体制の強化 

●相談窓口の周知 

○ＤＶ相談窓口の周知 

   ●安心して相談できる体制の充実 

○ＤＶ相談の実施   

○夫婦・男女に関する悩み相談の 

実施

○夫婦・男女に関する法律相談の 

実施

◆安全確保と自立支援

●被害者の安全確保のための体制づくり 
 ○男女共同参画の視点に立った避難所 

運営等に関する啓発講座の開催 

●被害者の心身の回復支援 

○夫婦・男女に関する悩み相談の 

実施 

パートナー間等におけるあらゆる暴力の予防と根絶を

図るため、学生や教職員及び保護者を対象にしたＤＶ

防止啓発講座を開催します。 

ＤＶ相談員による「ＤＶ相談」を実施し、関係機関と

連携しながら、相談者の問題解決に向けた助言を行い

ます。 

臨床心理士による、「夫婦・男女に関する悩み相談」を

実施し、相談者を支援します。 

弁護士による、「夫婦・男女に関する法律相談」を実施

し、相談者の法的な問題解決を支援します。 

臨床心理士による、「夫婦・男女に関する悩み相談」を

実施し、相談者を支援します。 

女性に対する暴力をなくす運動期間に合わせ、男性に向

けた広報やチラシによる啓発活動を推進します。 

「広報とやま」や市のホームページに相談窓口の情報

を掲載するとともに、各種啓発講座を開催する際に、

相談窓口についてのリーフレットを配布します。また、

女性に対する暴力をなくす運動期間等に合わせ、Ｃｉ

Ｃ内でのパネル及びリーフレットの展示や、相談窓口

案内カードを配置するなど周知に努めます。 

避難所等における性暴力・ＤＶの防止や意思決定の場

への女性の参画等、男女共同参画の視点に立った避難

所運営等の意識啓発を図ります。 

避難所等における性暴力・ＤＶの防止や意思決定の場

への女性の参画等、男女共同参画の視点に立った避難

所運営等の意識啓発を図ります。 
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２　令和３年度 事業実施状況

（１）　学習啓発事業

5/22
ＤＶ防止啓発講座
「子どもの気持ちと心のサイン～すべての子どもが持っている安心・自信・自由
の権利～」　富山ＣＡＰ

1 23

6/19
男女共同参画文学講座
「作家誕生と夫婦の絆～新田次郎と藤原ていの場合～」
射水市大島絵本館館長　立野　幸雄

1 35

6/23
～29

男女共同参画週間啓発事業(ＤＶＤ上映、パネル、パンフ、写真展示、図書展示) 1 -

6/26
～
7/24

★サンフォルテフェスティバル(パネル展示) 1 -

7/17
男女共同参画ワーク・ライフ・バランス実践セミナー
「忙しくても自分らしく暮らす時短家事セミナー」
時短家事コーディネーター®Expert・クラデュース㈱代表　浮田　美紀子

1 31

10/9
★男女共同参画サテライト講座（婦中・山田ブロック）
「地域防災に女性の視点を」
特定非営利活動法人富山県防災士会　中村　晴美

1 22

11/4
★ＤＶ防止啓発講座「適切な人間関係を学ぼう」
（学校等連携講座）
NPO法人ハッピーウーマンプロジェクト　小林　涼子

2 99

11/6
★男女共同参画サテライト講座（中部ブロック）
「今日の一歩で明日が変わる～どんな人にも輝くチャンスはある」
㈱よしともコミュニケーションズ会長　吉友　嘉久子

1 25

11/12
～25

女性に対する暴力をなくす運動関連事業
・パネル、写真、パンフの展示、図書展示など
・特別法律相談

1 -

12/18
男女共同参画法律講座
「知っておきたい相続の基礎知識」
弁護士　東　博幸

1 33

1/15
男女共同参画サテライト講座（学校等連携講座）
「知って、学んで、楽しもう！～みんなで子育て、孫育て講座～」
富山短期大学 幼児教育学科講師  明柴　聰史

1 13

1/24
★女性就業支援専門員派遣事業「女性活躍推進時代のキャリア・デザイン」（学
校等連携講座）
一般財団法人女性労働協会 女性就業支援専門員　山田　理子

1 134

2/19
男女共同参画防災講座「地域防災に男女の視点を」
特定非営利活動法人富山県防災士会　中村　晴美

1 17

3/13
★男女共同参画サテライト講座（北部ブロック）【中止】
「災害に備える」
防災士/レスキューシステム（消防‣防災用品卸販売）社長　小永井　勝

0 0

★印はCiCビル以
外で事業実施 14 432

…イベント

回数
(回)

人数
(人)

（令和4年3月末日現在）

学
習
啓
発
事
業

男
女
共
同
参
画
講
座
・
男
女
共
同
参
画
サ
テ
ラ
イ
ト
講
座

合　計

事業
区分

事 業 名
開
催
日

講 座 名
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（２）　相談事業

男性 女性

12 43 12 31

(0) (0) (0) (0)

8 11 0 11

20 54 12 42

電話 来所 電話 来所

   ・相談時間　月曜～金曜　　10:00～18:15 12 5 119 13

（３）　「家事ダン」マイスター認定事業

8/21 23

9/18 22

10/16 20

11/20 20

12/18 19

1/15 20

　　①　夫婦・男女に関する相談

事業
区分

夫婦・男女に関する相談
回数
(回)

人数
(人)

内訳(人)

    土曜特別相談　原則毎月1回開催　(変更の場合あり) 17 132

相
談
事
業

 夫婦・男女に関する法律相談
(毎月1回4人まで【11月は特別法律相談とあわせて6人まで】年間12回)

(内　特別法律相談【11月】)

 夫婦・男女に関する悩み相談　(毎月1回2人まで　年間12回)

合　計

　 ②　ＤＶ（配偶者・パートナーからの暴力）相談

「

家
事
ダ
ン
」

マ
イ
ス
タ
ー

認
定
事
業

家
事
ダ
ン
認
定
講
座

応援しあえる家族のコミュニケーション術
～お願い上手・頼まれ上手～
フリーアナウンサー/元保育士　毛利　未央

簡単収納でハッピーライフ～衣類のたたみ方・収納の仕方～
LIBERTY代表/片付けコンサルタント　大峯　静佳

野菜ソムリエ直伝「身近な食材でおもてなしイタリアン」
イタリアンバールベオーネ シェフ/野菜ソムリエ　深見　芳恵

内訳(人)

ＤＶ相談 149件（内訳：電話131件、来所 18件） 男性 女性

　

家族からスゴイ！と喜ばれる 簡単キレイなお掃除法
（一社）日本清掃収納協会 清掃マイスター認定講師　稲村　美由起

上手な家事シェアの仕方～得意分野をいかそう～
スムーズライフアドバイザー/薬剤師　深田　ともこ

参加回数　内訳
0回　1人　1回 1人　2回 1人　3回 0人　4回 1人　5回 3人　全回 17人
延べ124人

食材選びのコツ！新鮮な食材を料理しよう～知識編～
ATELIER table主宰/管理栄養士/料理研究家　山崎　亮子

事業
区分

事 業 名
開
催
日

講　座　名
人数
(人)
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３ 令和４年度 事業実施計画 

（１）学習啓発事業

①男女共同参画講座【２コース ５回】 

男女参画に関する様々な問題をテーマに、男女共同参画に対する正しい理解と認識を深め、

女性も男性もあらゆる分野への参画の実現を促す動機づけのための様々な講座を開催する。

②男女共同参画講座（サテライト講座）【２コース ８回】 

男女共同参画に対する正しい理解と認識を深めるため、市内を４ブロックに分けた地域や、

市内にある学校等と連携して学習啓発講座を開催する。

（２）相談事業 

①夫婦・男女に関する相談 

夫婦・男女に関する、弁護士による法律相談・臨床心理士による悩み相談を行う。

相 談 名 相 談 員 相 談 回 数

法律相談 弁護士 月１回  12 回 (１回あたり 30分×4人)  

特別法律相談 弁護士

年１回 (１回あたり 30分×2人) 

１１月※実施予定 

※女性に対する暴力をなくす運動期間 

悩み相談
女性臨床心理士２名

(隔月交代制) 

月１回  12 回  

(１回あたり 60分×2人)  

②ＤＶ（配偶者等からの暴力）相談 

相談員１人を配置して、ＤＶ（配偶者等からの暴力）相談に応じ各種関係機関と連携し、

被害者の保護、自立支援に努める。

 ・相談時間  月曜～金曜  10：00～18：15

土曜特別相談 原則毎月１回開催（変更の場合あり）

（３）「家事ダン」マイスター認定事業

男性の家事参画を促し、女性の負担を減らすことで、女性活躍のための環境づくりを推進す

るため、男性を対象とした家事に関する講座を開催する。【年６回実施】

コース名等 内           容 回 数

基本講座
ワーク・ライフ・バランス、ＤＶ、健康、防災等に

関する講座
４回

法律講座 男女に関する法律講座 １回

コース名等 内           容 回 数

地域対象講座
市内４箇所の会場に出向き、その地域で関心のある

男女共同参画に関する講座を開催する。
４回

学校等連携講座
市内にある学校等と連携し男女共同参画に関する

啓発講座を開催する。
４回
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付  属  資  料 



富山市男女共同参画推進条例 

目次 

 前文 

第１章 総則（第１条－第１５条） 

 第２章 男女共同参画の推進に関する施策（第１６条

－第２３条） 

 第３章 富山市男女共同参画推進審議会(第２４条－

第２９条) 

 第４章 補則（第３０条） 

 附則 

富山市民がめざす社会は、男女が互いにその人権を尊

重し、喜びも責任も分かち合いながら、性別にかかわり

なく、その個性と能力を十分に発揮することができる「

男女共同参画社会」である。 

この社会の実現をめざし、富山市においては、「人間性

の尊重」を基本理念に、さまざまな施策を積極的に推進

してきたが、少子高齢化、高度情報化、国際化など、急

激な社会情勢の変化に的確に対応していく上からも、な

お一層の努力が必要とされている。 

このことから、新たな時代に即した富山市を築くため、

男女共同参画社会基本法を尊重すること、男らしさ女ら

しさを一方的に否定することなく、男女の人権を尊重す

ること、また、家庭、地域、職場、学校その他のあらゆ

る場において、男女が、相互に協力・協調しつつ、主体

的に参画すること、中でも、家族の大切さを十分に認識

し、お互いの努力と協力のもとに、愛情豊かな家庭の創

造に努めること、併せて地域社会の構成員としての責任

と役割を自覚することが、市民一人ひとりに求められる。 

ここに、男女共同参画社会の実現を市政の重要課題と

位置付け、市、市民及び事業者の協働による新しい社会

の形成に関する取組みを総合的かつ計画的に推進するた

め、この条例を制定する。 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進についての基

本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかに

するとともに、本市の男女共同参画の推進に関する施

策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参

画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画

社会を実現することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保され、もって男女が均

等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受

することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女

間の格差を改善するため必要な範囲内において、男

女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供

することをいう。 

 （男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊

厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱

いを受けないこと、男女が個人として能力を十分に発

揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊

重されることを旨として、行われなければならない。 

 （社会制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画の推進は、社会における制度又は

慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、

男女の社会における活動の選択に対して中立でない影

響を及ぼすことにより、男女の自由な活動の選択を妨

げることのないよう配慮することを旨として、行われ

なければならない。 

 （政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な

構成員として、市その他の団体における政策又は方針

の立案及び決定に共同して参画する機会が確保される

ことを旨として、行われなければならない。 

 （家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、

相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介

護その他の家庭生活における活動について家族の一員

としての役割を円滑に果たし、かつ、家庭生活におけ

る活動とその他の活動を両立できるようにすることを

旨として、行われなければならない。 

 （男女の生涯にわたる健康の確保） 

第７条 男女共同参画の推進は、男女が互いの性を尊重

し、特に女性の身体の特性について十分に配慮すると

ともに、生涯にわたって心身の健康が確保されること

を旨として、行われなければならない。 

 （世界的視野の下での男女共同参画） 

第８条 男女共同参画の推進は、世界的な視野に立ち、

国際的な取組みと協調して、積極的に行われなければ

ならない。

 （市、市民及び事業者の協働） 

第９条 男女共同参画の推進は、市、市民及び事業者が、
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主体的にその役割を果たすとともに、協働して取組む

ことを旨として、行われなければならない。 

 （市の責務） 

第１０条 市は、基本理念（前文及び第３条から前条ま

でに定める男女共同参画の推進についての理念をいう。

以下同じ。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する

施策（積極的改善措置を含む。以下「 男女共同参画推

進施策」という。）を総合的に策定し、実施しなければ

ならない。 

２ 市は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施

策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参

画社会の形成に配慮しなければならない。 

３ 市は、男女共同参画の推進に当たり、必要な体制の

整備に努めるものとする。 

４ 市は、男女共同参画の推進に当たり、国、他の地方

公共団体、市民及び事業者と連携して取組むものとす

る。 

（市民の責務） 

第１１条 市民は、基本理念に対する理解を深め、家庭、

地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野におい

て、積極的に男女共同参画の推進に寄与するよう努め

なければならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力

するよう努めなければならない。 

 （事業者の責務） 

第１２条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活

動において、男女共同参画の推進に努めなければなら

ない。 

２ 事業者は、職場における活動に男女が対等に参画す

る機会の確保に努めるとともに、その事業に従事する

者の職業生活における活動と家庭生活における活動そ

の他の活動の両立が可能となるよう職場環境の整備に

努めなければならない。 

３ 事業者は、市が実施する男女共同参画推進施策に協

力するよう努めなければならない。 

 （教育関係者の責務） 

第１３条 家庭教育、社会教育、職場教育、学校教育そ

の他のあらゆる分野の教育に携わる者は、基本理念に

配慮するよう努めなければならない。 

 （性別による権利侵害の禁止） 

第１４条 何人も、家庭、地域、職場、学校その他のあ

らゆる場において、性別により差別した取扱いをして

はならない。 

２ 何人も、家庭、地域、職場、学校その他のあらゆる

場において、セクシュアル・ハラスメント（性的な言

動により相手方を不快にさせ、若しくはその者の生活

環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応に

よりその者に不利益を与える行為をいう。）を行っては

ならない。 

３ 何人も、夫婦間を含むすべての男女間において、身

体的、精神的、経済的又は性的暴力行為その他の暴力

行為を行ってはならない。 

(公衆に表示する情報における表現への配慮) 

第１５条 何人も、公衆に表示する情報において、性別

による固定的な役割分担又は男女間における暴力を助

長する表現及び過度の性的表現を行わないよう配慮し

なければならない。 

第２章 男女共同参画の推進に関する施策 

 （計画の策定） 

第１６条 市長は、男女共同参画推進施策の総合的かつ

計画的な実施を図るため、男女共同参画の推進に関す

る基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定す

るものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものと

する。 

 (1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画推進施

策の大綱 

(2) 前号の大綱に基づき実施すべき具体的な男女共同

参画推進施策 

(3) 前２号に掲げるもののほか、男女共同参画推進施

策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 市長は、基本計画を策定するに当たっては、あらか

じめ、第２５条に規定する富山市男女共同参画推進審

議会に意見を求めるとともに、広く市民から意見を聴

かなければならない。 

４ 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、

速やかにこれを公表するものとする。 

 （市民及び事業者の理解を深めるための措置） 

第１７条 市は、男女共同参画の推進について、市民及

び事業者の理解を深めるため、あらゆる機会を通じて

情報を提供し、及び広報活動を行うよう努めるものと

する。 

（家庭生活における活動と職業生活における活動等と

の両立支援） 

第１８条 市は、男女が共に家庭生活における活動と職

業生活における活動その他の社会における活動を両立

することができるように必要な支援に努めるものとす

る。 

 （地域リーダーの設置） 

第１９条 市は、市民による主体的な男女共同参画の推

進を図るため、富山市男女共同参画推進地域リーダー
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（以下「地域リーダー」という。）を置くものとする。 

２ 地域リーダーは、地域において基本計画の周知を図

るとともに、地域における男女共同参画を推進するた

め必要な啓発活動を行うものとする。 

（拠点施設の設置） 

第２０条 市は、男女共同参画を推進するための拠点と

なる施設を設置するものとする。 

（苦情及び相談への対応） 

第２１条 市は、市が実施する男女共同参画推進施策又

は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施

策について、市民又は事業者からの苦情があった場合

は、その処理のために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、性別による差別的取扱い等に関する相談に対

して、関係機関との連携を図り、適切に対応するよう

努めるものとする。 

（調査研究） 

第２２条 市は、男女共同参画推進施策を策定し、効果

的に実施するため、必要な調査研究を行うものとする。 

 （年次報告） 

第２３条 市は、男女共同参画推進施策の実施状況につ

いて、毎年、これを公表するものとする。 

第３章 富山市男女共同参画推進審議会 

（設置） 

第２４条 基本計画その他男女共同参画の推進に関する

重要な事項について調査及び審議を行うため、富山市

男女共同参画推進審議会（ 以下「審議会」という。）

を置く。 

２ 審議会は、この条例に規定する事項その他男女共同

参画の推進に関する事項について市長の諮問に応ずる

ほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項について、

市長に意見を述べることができる。 

 （組織） 

第２５条 審議会は、委員１５人以内で組織する。この

場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委

員の総数の１０分の４未満であってはならない。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

この場合において、第４号に掲げる委員は、公募によ 

り選出するものとする。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 関係団体を代表する者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) 市内に住所を有する者、市内に事務所若しくは事

業所を有する者又は市内に存する事務所若しくは事

業所に勤務する者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた

場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

（会長等） 

第２６条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選

する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第２７条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開

くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。

 （庶務） 

第２８条 審議会の庶務は、市民生活部において処理す

る。 

（細則） 

第２９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営

に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

  第４章 補則 

 （委任） 

第３０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 
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富山市男女共同参画プラン策定会議設置要綱

（設置）

第１条 男女共同参画社会基本法第１４条第３項及び富

山市男女共同参画推進条例第１６条に基づき、富山市

男女共同参画プラン（以下「基本計画」という。）の原

案の作成等を行うため、富山市男女共同参画プラン策

定会議（以下「策定会議」という。）を置く。

（組織）

第２条 策定会議は、会長及び委員をもって組織し、別

表第１に掲げる職にあるものをもって充てる。

２ 会長は、策定会議を代表し、策定会議の事務を総括

する。

３ 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長のあ

らかじめ指名する委員がその職務を代理する。

（所掌事務）

第３条 策定会議は次に掲げる事務を所掌する。

（１）基本計画の原案の作成に関すること

（２）基本計画の変更案の作成に関すること

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要とする

事項に関すること

（会議）

第４条 策定会議は必要に応じて会長が招集し、その会

議の議長となる。

（幹事会）

第５条 会長の指示に基づき、必要な事項を協議するた

め、幹事会を置く。

２ 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織し、別表第

２に掲げる職にあるものをもって充てる。

３ 幹事長は、幹事会の事務を総括する。

４ 幹事長は、幹事会を招集しその議長となり、会議を

運営する。

５ 幹事長に事故があるとき又は欠けたときは、幹事長

のあらかじめ指名する幹事がその職務を代理する。

（研究部会）

第６条 策定会議の所掌事務について必要な事項を調査

研究するため、研究部会を設けることができる。

２ 研究部会は、部会長及び部会員で組織する。

３ 部会長は、研究部会の事務を総括する。

４ 部会長は、研究部会を招集しその議長となり、会議

を運営する。

（部会長及び部会員）

第７条 部会長は、部会員の中から互選により定める。

２ 部会員は、推薦の依頼を受けた室、課などの長がそ

の所属職員のうちから推薦するものをもって充てる。

３ 前項の規定にかかわらず、部会長が必要と認めた者

を、部会員とすることができる。

４ 部会長は、必要に応じ関係者の出席を求め、その説

明又は意見を聴くことができる。

（庶 務）

第８条 策定会議の庶務は、市民生活部男女参画・市民

協働課において処理する。

（委 任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営

に関し必要な事項は、別に会長が定める。

附 則

この要綱は、平成１８年６月３０日から施行する。

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

この要綱は、令和３年６月１日から施行する。

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。
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別表第１（第２条関係） 

別表第２（第５条第２項関係） 

幹 事 長 市民生活部次長（事務） 

幹   事 企画管理部 企画調整課長 建設部 建設政策課長 

財務部 財政課長 出納課 出納課長 

防災危機管理部 防災危機管理課長 上下水道局 経営企画課長 

福祉保健部 福祉政策課長 病院事業局管理部 経営管理課長 

こども家庭部 こども支援課長 議会事務局 庶務課長 

市民生活部 市民生活相談課長 選挙管理委員会事務局 事務局次長 

環境部 環境政策課長 監査委員事務局 事務局次長 

商工労働部 商業労政課長 教育委員会事務局 教育総務課長 

農林水産部 農政企画課長 農業委員会事務局 事務局次長 

活力都市創造部 都市計画課長 消防局 総務課長 

会  長 市民生活部次長（事務） 

委  員 富山市行政組織規則（平成１７年富山市規則第３号）第６９条第 2 項に規定する部次長、上

下水道局次長、病院事業局管理部次長、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局次長、監査

委員事務局次長、教育委員会事務局次長、農業委員会事務局次長及び消防局次長 
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富山市附属機関への女性委員登用促進要領 

（目 的） 

第１条 この要領は、富山市男女共同参画推進条例及び

富山市附属機関の設置及び運営に関する要綱に基づき、

附属機関の委員への女性の積極的登用を促進するため

に必要な事項を定めるものとする。 

 （附属機関） 

第２条 この要領で附属機関とは、地方自治法(昭和２２

年法律第６７条)第１３８条の４第３項及び地方公営企

業法第１４条の規定に基づき、法律又は条例の定めると

ころにより設置する審査会、審議会、調査会その他の調

停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。 

２ この要領で「委員」とは、附属機関の構成員をいう。 

 （目 標） 

第３条 附属機関の委員は、女性が不在の附属機関等を

解消すること並びに令和８年度までに附属機関の委員

のうち女性委員の比率が３０％を達成すること及び男

女それぞれの委員の比率が３０％を下回らないことを

目標とする。 

 （責 務） 

第４条 富山市事務分掌条例（平成１７年条例第１３号）

第１条に掲げる部、病院事業局管理部、上下水道局、議

会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農

業委員会事務局、消防局、教育委員会事務局の長（以下

「部局長等」という。）は、所管する附属機関の委員の

選任に当たっては、前条の目標を達成するために積極的

に女性委員の登用に努めるものとする。 

 （事前協議） 

第５条 部局長等は、第３条に定める目標を達成するた

めに、附属機関の新設及び委員の改選に伴う委員の選任

に当たっては、市民生活部長と事前協議を行うものとす

る。 

２ 市民生活部長は、前項の事前協議において、女性委

員の登用について調整するとともに、必要に応じて女性

の人材に関する情報を提供するものとする。 

 （情報の収集） 

第６条 市民生活部長は、附属機関委員の候補となりう

る女性の人材に関する情報の収集に努めるものとする。 

２ 部局長等は、常に女性の人材の把握に積極的に努め

るとともに、市民生活部長の行う情報収集に協力するも

のとする。 

 （その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、要領の実施に必

要な事項は、市民生活部長が別に定める。 

附 則 

この要領は、平成１９年２月２８日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２４年３月２８日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和元年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 
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t とやま 

本書の内容は、下記アドレスからも閲覧・ダウンロードできます。 

https://www.city.toyama.toyama.jp/shiminseikatsubu/danjyosankakusiminkyodo/kihonkeikaku.html 
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〒930-8510 富山市新桜町 7-38 
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